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第１クォーター定期試験時間割発表 ５月２５日（水）

第１クォーター定期試験期間

　

第３クォーター定期試験時間割発表 １１月８日（火）

第３クォーター定期試験期間

校　　　　時 時　　　　間
１　　　校　　　時   ８時５０分　～　１０時２０分
２　　　校　　　時 １０時３０分　～　１２時００分
３　　　校　　　時 １２時５０分　～　１４時２０分
４　　　校　　　時 １４時３０分　～　１６時００分
５　　　校　　　時 １６時１０分　～　１７時４０分
６　　　校　　　時 １８時００分　～　１９時３０分
７　　　校　　　時 １９時４０分　～　２１時１０分

第４クォーター，後期末定期試験期間 ２月１日（水），２日（木），６日（月），７日（火），１０日（金）

追試験日 ２月１５日（水）～１７日（金）

卒業式 ３月２４日（金）

追試験日 １１月３０日（水），１２月１日（木）～６日（火）

冬季休業 １２月２４日（土）～１月４日（水）

第４クォーター，後期末定期試験時間割発表 １月１８日（水）

１１月１６日（水），２１日（月），２２日（火），２４日（木），２５日（金）

第２クォーター，前期末定期試験期間 ８月２日（火）～８日（月）

追試験日 ８月１８日（木）～８月２４日（水）

夏季休業 ８月９日（火）～９月２５日（日）

―　後　期　―
授業開始 ９月２６日（月）

履修登録期間 ９月１９日（月）～１０月７日（金）

第２クォーター，前期末定期試験時間割発表 ７月２０日（水）

２年次オリエンテーション ４月１日（金）

入学式 ４月４日（月）

新入生オリエンテーション ４月４日（月）・・・夜間主コース    ４月５日（火）・・・昼間コース

新入生研修 ４月９日（土）

６月６日（月）～１０日（金）

追試験日 ６月１５日（水）～２１日（火）

２０２２年度経済学部 行事予定表

―　前　期　―
授業開始 ４月８日（金）

履修登録期間 ３月２２日（火）～４月２１日（木）
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修全 について

長崎大学の教育課 は，長崎大学全体で行われる教 教 と各学部の 教 が 合わされ，体 的

に 成されています。 学部 間コースは，１ ２年次前期には，初年次セミナーを く教 教育科目

を 教 ンパスにおいて，また初年次セミナーと専門教育科目を ンパス（ 学部）において

修します。その後，２年次後期以降は （ 学部） ンパスにおいて専門教育科目を 修します。 

修上の 要な注意点は学 （本 ）に 載されています。また，各年度に開講される授業の詳

しい内容は学務情報システム（ - ebシステム）の に 載されます。原則として入学年次の学

生 に記載されている 則が 業時まで適用されますので，入学時に 付された学生 やその の

は 業時まで大切に しておいてください。 

ここでは， 学部の専門教育を中 に 明します。教 教育については，教 教育の学生 に 明

されています。 いが なる部分がありますので， しないように注意して下さい。

教 の 修  

１ 学

（１）学期は，前期と後期の２学期 （前期１５ 定期 期間，後期１５ 定期 期間）です。

（２）各学期（セメスター）が，前 ・後 （ ォーター）に分けられ，それ れにおいて を めて

８ で開講される科目があります。前期前 を １ ォーター，前期後 を ２ ォーター，後期

前 を ３ ォーター，後期後 を ４ ォーターと呼びます。

（３）授業は１ 時あたり ０分間で， から までの次の時間帯に行われます。

 時 時 間

  時 ８時５０分  １０時２０分

  時 １０時３０分  １２時００分

  時 １２時５０分  １４時２０分

  時 １４時３０分  １ 時００分

  時 １ 時１０分  １ 時４０分

２

（１）大学は，学習の修 を の認定によって行います。大学を 業するには，一定の年限内に，定め

られている一定 以上の を修 する必要があります。

（２）専門教育の授業は，前期 は後期のう 8 で する科目（ ォーター科目），前期 は後期の

年間で する科目（セメスター科目），１年間の通年で する科目（通年科目。一部の演習科

目が 当します）があります。 は，１授業科目について，授業に一定時 出 し，かつ に合

すると１ ，２ もしくは４ が修 できます。

（３）１ とは，教室内外（授業と自 等の学習）の学習を合わせた標 45 時間の学習を要する内容

をもって 成されています。授業の実施 態により教室内で行う授業時間 と自 等の学習を行う時

間 が，次のように定められています。

講 ・演習 教室内での授業 15 時間  自 等での学習 30 時間
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実習 教室内での授業 30 時間  自 等での学習 15 時間

教員 状 のための 指定科目 教室内での授業 45 時間

１ 時の授業時間は 90 分ですが， の計 をする場合には，この 90 分をもって２時間と計 しま

す。なお，集中講 等を き１授業科目について １回 は ２回の授業が行われます。さらに，

修 には，定期 や ポートなどの に合 することが必要です。中間 や テストが実施

される科目もあります。 

の 点から， の 必 自 の学習 り 習 習

です。

３ 修 [ ] 照

（１） 業するには，学部 １に された 修 以上の を修 しなけれ なりませ

ん。 

（２）専門教育の授業科目は，学部 の ３により修 しなけれ なりません。 

（３） 際 ジ ス（ ）プ グラムについては，学部 および 際 ジ ス プ グラムに

関する内 に定められています。 

（４） シ ス実 育成プ グラムについては，学部 および ジ ス実 育成プ グラムに関

する内 に定められています。 

（５）教員 状の 方法については， ページにある 教育 員 状の について に詳 を

明しています。 

４ 修 の の

計画的な学修を行ってもらうために， 修 録 に 限を設けています。この目的は，年間に

修 録できる を 限することで，自主的に学習する時間を やし，教育 果を めることにあり

ます。この 度を 分活用して，自 等での 習 習を 実させ授業に んでください。

（１） 修科目の 録 は，一学年あたり，教 教育科目及び専門教育科目を合わせて， １年次か

ら ４年次まで４８ までと定められています。ただし，学部 ３や ５，

の授業科目名の直後に ー のついている科目及び集中講 により開講される科目（ 時に開設さ

れる科目に限る。）は， 修 録の上限 には 入しません。

（２）学部 の定めるところにより， 定の を れた成 をもって修 したと認められた学生につ

いては，（１）に定められた を えて 修科目の 録を行うことができます。詳 は，本

の 学部の 間コース 修体 について に 明されています。

５ 修

（１）授業時間  

当 年度に開講される授業科目は，各学期 めに授業時間 によって します。ただし，集中講

を開講する場合には， 等で通知します。 

（２） 修 録 

 修しようとする授業科目は，学務情報システム（ システム）に 録しなけれ なりま

せん。通年科目（専門ゼミ及び ゼミ），前期セメスター科目， １・ ２ ォーター科目は前期の

修 録期間内に，後期セメスター科目， ３・ ４ ォーター科目は後期の 修 録期間内に 修

録を行わなけれ なりません。 修 録が行われていない科目は， 認定の対 とはなりません

ので，確実に 修 録を行って下さい。 

 集中講 については， 等により される 修 録期間中に 修 録しなけれ なりません。集

中講 は 年度必 開講されるとは限りませんので注意してください。 

 １ 間に２回授業がある科目（ え ， ・ と分かれて授業がある科目）は，２回とも

修 録しなけれ なりません。なお， 一時間に２授業科目以上を 修 録することはできません。 

修 た た り

修 必 修 の
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教室

授業時間 ，シラバス， 等に された教室で授業が行われます。本 の後にある教室 で

確かめておきまし う。ただし，学期 中に の教室を使って授業が行われることがあります。また，

学期末の を行う教室が 使用している教室と なることもあります。教室の は教員からの

明や 等で されます。

受講 の

 １回目の講 時にその科目の内容や授業方 についての 明が行われます。その方 をよく理 した

上で， 々の 習 習を ることなく，授業に まし う。 点や 明な点は めに教員に し

まし う。 及び成 については， ページに 明してありますので参照してください。

 講 中に やスライ をス ートフォン等で する場合は，教員の 可を てから行ないまし

う。また，周 の学生に がかからないように しまし う。

 業 や講 等で課される ポート（以下 ポート等 という）の内容は，知 や事実をまとめ

ることにとどまるものから，それをもとに自分自 の意 などを記載するものなど 様です。どのよう

な内容が められるかは，各科目の担当教員の注意や指 を 分に理 した上で 出することが必要で

す。

に，自分の意 を記載することが められている ポート等では，自分が意 として ているこ

とと （ も ます）が ていることの が分かるように，自分の意 等ではない 用や参

については，出 情報（専門 ，学 ， ・ の記事やインター トの ブ イト）を

必 明 しなけれ いけません。出 情報を明 せ に， の意 を自分の意 として利用すること

（コ ー ン ペーストを む）は， 用や と われ， 正行 として 分の対 となる場合があ

ります。

ポート等の にあたっては，初年次セミナー（または教 ゼミナール）で される 長大生の

ためのラー ングテ プス も参 になるので， してください。

また，インター ト上の情報には，間違った情報や い情報が 正されないまま 載されているこ

とが 々あるので， 用や参 にする場合には，このことにも注意をしまし う。間違った情報を

にすることや自分の意 と が ていることの をしないまま 出することで，評価の点 と

ならない場合もありますので注意が必要です。

８ 卒業論文，レポート等提出時の諸注意
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修 の  

１

主体的学習促 システム（LACS: Learning Assessment & Communication System）は，学生

の主体的な学びを確 するために長崎大学で した教育 システムです。様々な授業でLACS を活

用して，授業の ， ，課 ポートの受付，オンラインテスト等を行います。また，１年次

前期から学修ポートフォリオの 成も まります。LACS を利用するには自分の長大 ID が必要です。

LACS の利用方法についての い合わせは ICT 基盤センターで受け付けています。

２

長崎大学では，IC ー （学生 ）を利用した出 理システムを導入しています。授業の出 確認

は，講 室等に設 された IC ー リー ーに学生 をか すことによって行います。IC ー リー

ーが設 されていない演習室や，授業担当教員が直 出 確認を行う場合もあります。その場合は，

授業担当教員の指 に って下さい。

なお，出 情報は出 理システム（https://attend.nagasaki-u.ac.jp/）から確認できます。出 理

システムに グインするには自分の長大 ID が必要です。

３ ン リン

長崎大学ナンバリング・システムとは，長崎大学で開講されているす ての授業科目（教 教育科目・

学部専門科目・大学 専門科目等）に対し，授業内容・ ベル等に応じて 定の記 やナンバーを付

し，教育課 などに記載することにより，体 的な教育プ グラムの実 を目指す方法のことです。

ナンバリング・システムの詳 な 明や， 学部で開講されている科目については， 学部ホーム

ページを参照してください。

４

， ， 等のやむを ない理由により授業を した場合，原則として理由 生から２ 間

以内に 要の 明 を えて を学務係に 出してください。担当教員の 認があれ 時 に

ついて される場合があります。 

の場合 等 

の場合 会 の ー 等 

その の場合 明 等 

５ その他 の 講

本学では， 及び積 等による学生の事故の 生を するため， 等の際の授業・定期 の

講等の について，[ 則集] 全学的 講 の申合せ を定めています。

等に際しては， 申合せにより されますので，申合せの内容を 分理 のうえ，各自の

により事故等がないよう 意してください。

  大学が学生に対して行う ，通知， は や電 メール（大学が する bb 学生

@ms.nagasaki-u.ac.jp） NU-Web LACS 内での 能を通じて行われます。授業や 等

の教務事項，授業 ・ 学生の 集・課外活動等の学生生活事項及び呼び出し 等はす て

電 メール NU-Web により通知されますので，一 に一度は 等を るよう

けてください。 を なかったために 大な結果になっても大学は一切 を うことができません。

  は，学部については 学部学務係前や テ 等に設 してあります。 教 ンパスにも

教 教育用 （教 教育事務室前）や学生 センター前に があります。

なお， で，学部のホームページを るようにとか，NU Web の 定ページやLACS の 定ペ

ージを るように指 されることもあります。授業によってはLACS だけで を行うこともあります

ので注意しまし う。
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その他 

１ 受講ふり返り

受講ふり返りは，授業内容や方法について学生の皆さんから評価を受け，その結果を授業改善に活か

していくこと，および，皆さんが大学での自らの学修成果を把握することによって自覚的な学習活動を

促すことを目的としています。

評価項目は，全学共通で設けられた項目に加えて，各授業科目の内容にあわせた項目が設定されてい

ます。学生の皆さんには，シラバスに記載されている各授業の目標やねらいが実際の授業において達成

されたか，教材や授業方法が適切なものであったか，といった点について評価してもらいます。授業を

真剣に受けるとともに，大学教育の改善という大きな視点から評価できるよう，率直に，真摯な態度で

回答してください。

なお，受講ふり返りは NU-Web システムで実施しますが，担当する教員に皆さんの氏名などの情報

が知られることはありません。学期末の時期に実施され，各授業の集計結果はNU-Web システム上に，

各部局の集計結果は大学イノベーションセンターのホームページで回答者の情報を秘匿化して公開され

ます。

２ 学修ポートフォリオ

学修ポートフォリオとは，在学中の学修を主体的に計画し，学習活動や課外活動などの状況を整理・

省察し，必要に応じて軌道修正を行っていくための記録のことです。入学時に自分の学修目標を明確に

し，また学期ごとに学修成果を記録することにより自分の成長を確認します。その記録を基に定期的に

メンター（指導教員）からコメントをもらい，必要に応じて，面談により状況確認・助言・指導が行わ

れます。

  原則，専門ゼミに着手するまでは初年次セミナーの担当教員が，専門ゼミ着手後は専門ゼミの担当教

員がメンターとなります。

３ 自主学習のための教室利用

授業等で使用していない演習室を自主学習に利用することができます。また，本館３階に，自由に利

用できる自習室があります。下記の注意事項を守り，演習の授業前後の学習やグループ学習などに積極

的に利用してください。

１）演習室の使用可能時間は，原則として８：５０から２１：１０までの授業等で利用しない時間帯で

す。

２）演習室を使用する場合は，学務係に申し出る必要があります。事前に学務係の使用簿に記入し，鍵

を預かり，使用後は施錠し学務係へ返却して下さい。なお，２１：１５以降は，本館玄関横の収納箱

に返却してください。

 ３）演習室の使用後は，戸締まり等を確実に行ってください。

４）自習室の使用可能時間は，原則として８：５０から２１：００までです。

４ 必携パソコンサポート窓口

長崎大学では，ノートパソコン必携となっています。様々な授業でパソコンが活用されますので，常

にパソコンを持参するようにしてください。

必携パソコンのトラブルや利用方法に関する相談は ICT 基盤センターで受け付けています。ICT 基盤

センターでは，故障等やむをえない理由でパソコンを持参できなかった学生に対して，一時的にパソコ

ンの貸し出しも行っています。詳しくは ICT 基盤センターのホームページを参照してください。

５ 電話照会

学生の皆さんが，大学にいろいろな事柄を電話で照会してきますが，間違いのもとになりますので，

内容によっては応じられないこともあります。

  また，電話での伝言及び学生呼び出し等の依頼にも応じられませんので，各関係者に周知しておいて

ください。ただし，緊急の場合はこの限りではありません。
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経済学部の昼間コース履修体系について

ここでは，経済学部の専門教育科目の履修に関する事項を中心に説明します。教養教育科目に関する事

項は，教養教育の学生便覧に説明されています。

経済学部の教育理念及び各コースの教育理念は以下のようになっています。これらの教育理念は経済

学部が長年掲げてきた「実践的エコノミストの育成」という教育理念を現代の時代環境の中で明確にし

たものです。

の

「グローバルな視野を持って現代の経済・経営の諸課題を解決できる実践的エコノミストの育成」

ー の

経済と政策コース
経済学の専門知識とその応用能力を基に，現代の日本や地域が抱える諸課題を，

国内及び海外との関係も踏まえ相対的に捉えて解決できる人材を育成します。

グローバル経済コース
グローバル社会において，経済学・経営学の基礎知識と高度な英語運用能力を

有し，多様な文化を理解して国際的な課題を解決できる人材を育成します。

ファイナンスコース

経済学・経営学の基礎知識とともに，金融に関する専門知識を有して，国境の

ない資本移動，資金の調達・運用にかかわる活動に関連する課題を理解し，解

決できる人材を育成します。

経営と会計コース
経営学・会計学の専門知識に基づいて，現実の企業が抱える多様な課題を適切

に判断し，状況に応じた解決ができる人材を育成します。

  また，地球規模の課題解決に挑戦する「志」であるGSR (Global Social Responsibility) マインドを持

った人材を育成するためのグローバル人材育成プログラム「 plus 」、現代

の不確実なビジネス環境の中で価値を創造するために必要な実践力を有する人材を育成する「

」を設置しています。

経済学部では，上の教育理念に従って，基礎から応用へ体系的な学習ができるようにカリキュラムが

構築されています。次頁以降で説明するように

学部導入科目⇒ 学部共通科目 ⇒ コース科目

という基礎から応用への科目体系に並行し

    国際ビジネス（plus）プログラム, ビジネス実践力育成プログラム

その他科目（キャリア教育科目等）

がおかれ，更に，教職科目も設置されています。

教職科目以外の全体を俯瞰した図が履修体系(A)と履修体系(B)です。履修体系(A)は
と を含む図であり，履修体系(B)は一般の 卒業や，早期卒業後

大学院に進学する plus を含む図です。

  尚，学生便覧やシラバスに掲載されている授業科目の とはこの体系の中で履修が好まし

い時期を示すものです。
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履修体系(A)

3・4
年次

経

済

と

政

策

コ

｜

ス

グ

ロ

｜

バ

ル

経

済

コ

｜

ス

フ

ァ

イ

ナ

ン

ス

コ

｜

ス

経

営

と

会

計

コ

｜

ス

Advanced Academic Writing(2)
海外留学(3か月～１年間)(単位取得)
海外インターンシップ / 企業研修 ☆(2)
Global Business Communication Ⅲ(2)
Global Business Communication Ⅱ(2)

プロジェクト演習☆

(4)
インターンシップ

☆(2)
Special Topics in
Global Ecnomy
(2)

キャリアデザイン

☆(2)

短期海外研修Ⅱ

☆(2)

短期海外研修Ⅰ

☆(2)

経済数学入門演習

☆(1)

2年次
後期

Economics Subjects in English(ESE) (2)
Global Business Communication I(2)

ビジネスリサーチ(2)

2年次
前期

学部共通科目

統計学(4)
経営学(2)
経済数学(2)

短期語学研修 ☆(2)〔長崎にて〕
留学生との共修ゼミ☆(2)
Academic Presentation & Discussion 
☆(2)
Intermediate Academic Reading and 
Writing ☆(2)

プロジェクト・リテ

ラシー(2)

基礎ゼミ☆(2)

1年次
後期

ミクロ経済学Ⅰ(4)
マクロ経済学Ⅰ(4)
簿記(4) 

GSR短期海外研修 ☆(2)
Introduction to Academic Reading ☆(2)
Introduction to Academic Writing ☆(2)

1年次
前期

学部導入科目

経済概論

経営概論

金融概論

国際関係概論

(GSR論)
法学概論

経済数学入門

(各 2)

年次

区分

学部導入科目・学部

共通科目
コース科目・演習

国際ビジネスプログラム（注１）
ビジネス実践力育成

プログラム（注２）
その他

基礎         応用

2年進級時にコースに所属する。4年以上在学し卒業する。
☆ 上限単位数に算入しない科目    ( ) 内の数字は単位数
（注１）1年次前期の（plus）プログラム説明会後，1年次前期に（plus）プログラム参加者決定。2年次以降でも参加可能。

詳細は[規則集]「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」を参照してください。
（注２）これらの科目以外にプログラム参加者が受講すべき科目があります。1年次後期にプログラム説明会参加者募集及び，参加者決定を

行ないます。詳細は[規則集]「ビジネス実践力育成プログラムに関する内規」を参照してください。
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履修体系(B) 早期卒業 大学院進学

Advanced Academic Writing(2) 
海外 学(3 か 年間)( ) 
海外イン ーンシ プ / 企業 修 (2) 
Global Business Communication (2) 
Global Business Communication (2) 

イン ーンシ プ

3 年次

Economics Subjects in English(ESE) 
(2) 
Global Business Communication I(2) 

キャリア イン

2 年次

後期

2 年次 期語学 修 (2) 長 にて

学生との共修 ミ (2) 
Academic Presentation & Discussion 

(2) 
Intermediate Academic Reading and 
Writing (2) 

期海外 修

期

計学(4) 
経営学(2) 
経済 学(2) 期海外 修

ミ ロ経済学 (4) 
マ ロ経済学 (4) 

(4)  

GSR 期海外 修 (2) 
Introduction to Academic Reading (2)
Introduction to Academic Writing (2) 

1 年次

後期

経済

経営

金融

国際関係 (GSR 
) 
学

経済 学入門(各 2)

1 年次

期

経済 学入門 習

年次
ー

plus （ ） の

基礎 応用

2 年進 時にコースに する。3 年 時または 4 年 期 時に卒業する。大学院に早めに進学できる。

上 に 入しない科目   ( ) 内の は

（ ）1 年次 期の（plus）プログラム説明会後，1 年次 期に（plus）プログラム 決 。3 年次進 に plus プロ

グラム をする。 は[規 ]「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」を して さい。

(2)

Special Topics in
Global Ecnomy
(2)

(2)

(2)

(2)

(1)
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修体 (A)（または 修体 (B)）にそって学習することで，４年間（または３年間）を通じて

い基 ・専門知 と分 を え， 業後直面するであろう 実の 会・ を する能 を

に付けることができるでし う。以下， 修体 中の専門教育の各科目 分を 明します。[ 則集]学
部 の １， ３， ， を参照してください。 学部ホームページの リ

ラム・ プ， リ ラム・ リー，科目 タ グも参照してください。 

１ 学 （ 修 ：8 ）

・ ・ ・ 際関係 （GSR ）・法学 ・ 学入門

         （全て１年次標 修 6科目）

学部専門教育への導入を行う科目であり， 学部で学 ことのできる学 分 の 要を知ることを

目的に設 されています。これから学 専門的内容がどのような を理 ・ 明するためにどの

ように に つのか，その道しる を する授業科目です。1科目2 で，す てを修 すると12
になります。 ， 定の分 を するようになるかもしれませんが，そのためには い視 が

大切です。なる く くの科目を 修するようにしまし う。

なお， 修 8 を えて修 した は，自由専門科目の として 修 に

めることができます。

２ 学 （ 修 ：16 ）

簿記(4)・ミ 学 (4)・ 学 (4)      （１年次標 修 3科目）

学(2)・ 学(2)・ 計学(4)         （２年次標 修 3科目）

学部における専門教育の基 となる授業科目です。学部導入科目が い 活動を理 するための

道しる を するとすれ ，学部共通科目は， い 活動を分 するための学 的基 を学 た

めの科目ということになります。より専門的な を めるためには けて通れない かりでなく，こ

この ベルまで 度も って しなおす必要のある大切な科目です。す てを修 すると20 にな

ります。学部導入科目 様， い の視 を確 するためにも，なる く くの科目を 修するこ

とが ましいでし う。

３ コー （ 修 ：36 ）

それ れのコースの専門的知 を めるために体 的に された授業科目です。 [ 則集]学部

３に かれているように，コースごとにコース科目のテー があり，また，テー 内の科目にも

適切な 修 があります。 修上の前 となる知 や科目に関しては各科目のシラバスに記載されて

います。

なお，コースごとに， されている科目が なるので 修の際には注意してください。

コース科目は，学部導入科目から学部共通科目まで体 的に 積された学 的基 を前 とした専門

的な講 内容となっていますので，それまでのテ ストや講 ノートを に きながら 習・ 習を

がけてください。また，各科目の詳 についてはシラバスを参照してください。

４ 習（ 修 ：8 ）

学部の教育理 グ ーバルな視 を持って の ・ の 課 を できる実 的 コ

ノミストの育成 を実 するために，学生 ，また，学生と教員が し，専門 の学びを め，

とその 能 を育成するための 教育です。

1 年次教 教育科目の 初年次セミナー に き，専門教育科目に 基 ゼミ(2) 専門ゼミ(4)
ゼミ(4) の 3 科目があります。 に， 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者 けに， GSR 期

外 修 (2) 学生との共修ゼミ (2) の 2 科目があります。また， ジ ス実 育成プ グラ

ム参加者 けに，プ グラム参加者が受講する 基 ゼミ(2) ， 専門ゼミ(4) ， プ ジ ト演習(4)
の３科目があります。これらの演習科目の必修 の ，開講時期， 修方法等については 間コー
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スの演習について を参照してください。

学部における学修の まとめと言える ゼミ に けて，各ゼミは以下のような を持っ

ています：

基 ゼミ  専門ゼミに積極的に参画し，活 な を て専門知 に関する い理 を果たすことが

できるようになるための として，相 コミ ーション能 と 理的 能 の

を中 とし，主体的で積極的な学修 を に付けさせるための 教育。

学生との共修ゼミ に参加する学生は 基 ゼミ を 修できません。

専門ゼミ  学生 また学生と教員との を通じ，専門 を く学修するための 教育。

ゼミ  業 の一 のプ セスを通して とその 能 を育成するための 教育

であり， 学部の学修の 成果 として 業 を 出します。 期 業 定者や

際 ジ ス plus プ グラム参加者は専門ゼミと 行 修しなけれ なりません。

  GSR 期 外 修 学生との共修ゼミ プ ジ ト演習 については，それ れのシラバ

スを参照してください。

また， 専門ゼミ 及び ゼミ については，後 の ゼミの 定 を参照してください。

なお，演習の 修 （8 ）を えて修 した演習の は，自由専門科目の として

修 に まれます。

５ 自 （ 修 ：26 ）

  各 修コースの専門 の科目とともに 合的な学修に する授業科目のことで， 業 定時には，

次のい れかを たす はす て自由専門科目の となります。

  コースの科目 （ 3）で 自由専門科目 に 分されている科目を修 して た

  コースの科目 （ 3）で 学部導入科目 学部共通科目 コース科目 演習 に 分

されている科目であって 修 を えて修 した

  コース（ 間主コースを く）の専門教育科目であって コースに設 されていない授業科目

を修 して た

  際 ジ ス（plus）プ グラム科目（ 6）または ジ ス実 育成プ グラム科目(
7)のう ， コースの コース科目 に 分されていない科目を修 して た

 学部 大学等で修 した のう 本学部により 自由専門科目 の として認定された

これらの関係を に すと次 の 内のようになります：

 

  様な 化的 や価 を する当事者間でし し 利 が対 する の課 の に

する ，すなわ GSR (Global Social Responsibility) イン を持 ， 学・ 学・会計学の

基盤的知 を活用して，当事者間で合意可能な を導出し，それを実行しうる 材の育成を目的と

したプ グラムが 際 ジ ス（plus）プ グラム です。

学部 に る科目（これらを 際 ジ ス（plus）プ グラム科目 と言います。）を

修しつつ 外 学（ 学 大学の なくとも1学期間を 在する 学）を行い本学部に4年以上在学す

る 際 ジ スプ グラムと，学部 23 2項に基 き本学部を3年間または3年 で 期 業す

る 際 ジ スplusプ グラムがあり， プ グラムをまとめて， 際 ジ ス（plus）プ グラムと

言います（学部 21 と 際 ジ ス（plus）プ グラムに関する内 を参照してください）。
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 3（ コース） 成 （ 業 定時）

学部導入科目

専門教育

科目

学部導入科目

学部共通科目 学部共通科目

コース科目 コース科目

演   習 演         習
自由専門科目 自由専門科目

  際 ジ ス（plus）プ グラム参加 者は，１年次前期に行われる 明会に参加し， 定の期間

に 定の様 で参加 申 をし， 後， 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者となります。

  際 ジ ス（plus）プ グラム科目は，コース科目，演習科目（ 業 定時には自由専門科目に

分される），自由専門科目からなっており，どの 分に するかは コースごとに なりますので，

ご注意ください。

  ， 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者でなくても，一部の 際 ジ ス（plus）プ グラム科

目を 修できる場合があります。

 

確実な の中で， な課 の真 を し， 的な を し実行する ジ スの

場で必要な 実 を育成することを目的としたプ グラムが ジ ス実 育成プ グラム

です。ここで，実 とは， 学や 学等の 専門知 を の課 に対して 理的に適用する

知 活用 ， やフ シリテーションなど する のもととなる コミ ーション を指

し，これらを実 的に します。学部 則 7に る科目を 修することによって修 します。

教  

  本学部においては， 等学 教 一 状（ 業）を することができます。

  そのためには，１年入学時の4 初 に行われる教 明会に出 し， 明を受けたの ， 明会で

される 教 課 受講申 で受講申 をしなくてはなりません。

  申 後， 修していく必要のある科目が教 科目です。

詳 については，学部 22 1項と 教育 員 状の について を参照してください。

コースの 学部導入科目 学部共通科目

コース科目 演習 の 修 を

えて修 した

コースにない専

門教育科目を修 し

て た

（ のコース） （ 学部・ 大学等）

学部・ 大学等で修 した の

う 本学部により 自由専門科目

の として認定された

際 ジ ス（plus）
プ グラム科目（ 6）

（ 6）のう ， コース

の コース科目 に 分されてい

ない科目を修 して た

（ 7）のう ， コース

の コース科目 に 分されて

いない科目を修 して た

ジ ス実 育成

プ グラム科目（ ）
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  学部 ３には記載されていないが，教育上必要であるとして 時に開設される授業科目があ

ります。そのような科目を 時開設科目と言います。 時開設科目に関する情報は学務係前の や

NU-Web 等に 時 載されますので， とすことがないよう常 から やお知らせに注意

しまし う。

講  

  通常の授業科目は１ ォーター，１学期間または１年間（ 通年 と言います。）開講されますが，

期間集中的に開講され の出る授業科目があります。このような授業科目を集中講 と言います。

集中講 は 修 録方法・ 修 録期間も通常の授業科目とは なります。集中講 に関する情報は学

務係前の やNU-Web 等に 時 載されますので， とすことがないよう常 から

やお知らせに注意しまし う。

３ の  

講 には 回出 してください。授業に出 し，かつ 等により実施される に合 すると，そ

の授業科目の が認定されます。 の方法は科目及び担当教員によって なり，各科目の成 評価

の方法等はシラバスや担当教員の 明により周知されます。ただし ゼミ は， 業 により成

評価及び の認定が行われます。 については， 及び成 について を参照してください。

成 の評価基 等は次のようになっています：

定 成 評価 標 成 評価基

合

100 90 点 AA A 以上に れている

89 80 点 A 
授業科目の 達目標以上に 度な内容を に付けてお

り，授業で に付ける き内容を 分に習 している

79 70 点 B C 以上に れているが A に たない場合

69 60 点 C 
授業科目の 達目標を たしており，授業で に付ける

き 限の内容を習 している

合

59 点以下 D 授業科目の 達目標を たしていない

K 

受講要 (注)は たしているが 成 評価 100 点 点のう

，合計で 40 点を える 点を 分された評価項目（

・ ポート・その ）を受けない・ 出しない等のた

め，成 評価を行っても 60 点に達しない場合

S 
出 回 など当 授業科目において指定された受講要

(注)を たさない場合

（注）当 授業科目を受講するための要 として科目 者が課す のこと。 え ，教 教育科

目では， 定の出 回 の 3 分の 2 以上出 することが要 となっており，これを たさない場

合は受講したものと なさない。

科目によっては， 合 の を 定するもの，また，合 したことを 認 と するものも

ありますので，注意しまし う。

４ 修  

  計画的な 修を行うため，１年間に 修 録できる授業科目 には次のような 限があります：

      １年次 ４年次 48
  通常，１年間の上限 の 分を１学期に 修 録します。

ただし，学部 ３や ５， ， で授業科目名の直後に ー のついて
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いる科目は，この上限 の 限を受けない科目です。

  また，1年間に40 以上を修 し，かつ，次の計 方 によるグ ー ・ポイント・ ベ ージ( GPA
という。)が2.8以上である場合には， 年度の 修上限が されます。

（評価AAの  （評価Aの    （評価Bの   （評価Cの  （評価D・ ・
4）   3）   2）  1）  の 0）

GPA  =                                              
１年間の 修 録

 なお， 合 や 認 という評 の科目はGPA計 には まれません。

５ コー の  

間コースには４つのコー を設けています。コースの は１年次後期に 定されます。コースに

関する 明会が開 され，それ れのコースの 要について を用意して詳しく 明されます。

コースへの は，１年次前期の成 と，本 の によって 定されます。

成 は次の でGPAが 出され， 点の い から のコースに コースが まります。

（評価AAの  （評価Aの    （評価B・認の  （評価Cの  （評価D・ ・
4）   3）   2）  1）  の 0）

GPA  =                                              
修 録

 なお， 合 という評 の科目はGPA計 には まれません。

の （ 間コースの演習について のページも参照してください）

  授業科目は主体的な学習によってこそ学習内容が に付くものですが，演習，中でも 専門ゼミ

ゼミ はより積極的主体的な学習が必要とされる科目です。

  専門ゼミ ゼミ はそれ れ通年（1年間）4 の必修科目であり，３年次及び４年次が標

修年次となります。ただし，一 期 業 定者や 際 ジ スplusプ グラム参加者は， ゼミ

を３年次に 行して 修します。

ゼミの 定は２年次後期（通 12 ）に行われます。

年10 にゼミの 集要項（演習指 ）が 付され 明会が開 されます。その後，ゼミ 学・

相談の期間があり，この期間に演習指 に かれたゼミを実際に 学し，ゼミで む内容について

ゼミ担当教員に相談することができます。これらの事前 の後，自分の ゼミを 定の様 で

出します。ゼミの 定までには， に，教員による面 が行われたり，事前に課された ポート等の

出を められたりすることがあります。ゼミの に際しては，さま まな情報を集めるとともに，

自分の学 的 や の との関係についてしっかり えるという主体的積極的な が大切です。

原則として 専門ゼミ ゼミ は 一教員のもとで学習と を め， 的に を

かなくてはなりません（ 期 業 定者や 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者は指導体 が なる

場合があります）。自分の のあるテー に り むことが 業 を き上 るための必要 と

なるのは自明でし うが，大学生活を締めくくり，また自らの ごした大学時 の として長く手 に

るのも 業 です。大学生活の集大成としてどのようなテー に り むのか， し つ自分の中

で を めておきまし う。 業 の 成・ 出方法等については 業 について を参照し

てください。

学 り修 た の  

外 の大学 は 期大学において授業科目を 修し を修 した場合，本学部が定めた を た
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し，その学修が教育上 であると認められれ ，その を本学部において修 した として認定

することがあります。認定を する場合は，[ 則集] 外 の大学において修 した を認定する

手 きに関する イ ライン に定められた手 きに ってください。なお， 明点は必 学務係に

い合わせて下さい。

の  

本学部に４年（ 入学の場合２年。）以上在学し，教 教育科目及び専門教育科目の 修

（合計126 。学部 の １及び ３を参照。）をす て修 すると，学部教授会の を

て， 業が認定されます。本学部の 業者には 学 （ 学） の学 が授 されます。

 

  に な成 で 修を めている が，在学期間3年以上4年 で 期に 業できる 度が 期

業 度です。この 度を利用すると， 内外の大学 に めに 学すること等が可能になり，時間と

学 の ができます。2年次前期末に修 64 以上で積 GPA3.2以上，2年次後期末に86
以上で積 GPA 3.2以上， 業 定時に 修 を たし積 GPA3.2以上であることが 期 業

の要 です。 期 業を する場合は，上に いた時期ごとに 期 業 定者， 期 業 定者と

なり， 的に 期 業対 者となって 期 業が認定されます。学 は 学 （ 学） です。詳

は[ 則集] 期 業に関する内 を参照してください。

  なお， 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者で， 期 業・大学 学を目指す 際 ジ スplus
プ グラム参加者には，積 GPAとして3.0以上が適用されます。

大学では自分の り む き課 を自ら設定し，自ら してそれを することになります。その

一 が 修す き科目の です。１・２年次は必修あるいは必修に い授業科目が いのですが， 修

上限 内で自由に できる科目も されています。大学でどのようなことを に付けたいのか，あ

るいはどのようなことを知りたいのか，明らかにしたいのか，という自分の内から生まれる知的 に

を け，一 も く大学生活の中で自分の たい道を つけるようにしまし う。
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昼間コースの演習について

の

昼間コースの 習は以下のように体系化されています。

時期 習

科目 と

教養教育科目
専門教育科目

必修

年次 卒 ミ ） 卒業 文 導

年次

プロジ ト 習
ビジネス実践力育成プログラム が

できる。

専門 ミ ）
専門 域の学習   

ミ履修要 あり。

年次 期

学生との共修 ミ
国際ビジネス（plus）プログラム 学生

が される。

基礎 ミ
理的 能力の 養を中心とし， 的

な学習 を に さ る。

年次後期 GSR 期海外 修
国際ビジネス（plus）プログラム 学生

が される。

年次 期 年次 ミナー （必修）

高 教育から大学教育への 。教養 ジ

ュール科目等の学習に必要な 養を に

る。

）早期卒業 や，国際ビジネスplusプログラム 学生は専門 ミと並行して3年次での履修

また，大学4年間のス ジュールとの関係は下 のようになります。

学

年
学期 履修 導等

通 の

習

国際ビジネス（plus）

プログラム

ビジネス実践力

育成プログラム

後期
卒 ミ ）

期

後期
職 導 専門 ミ ）

海外 学（ 学 大学

1学期間以上）

プロジ ト 習

専門 ミ期

後期 10 習説明会

期 4 年次 リエン ーシ ン 基礎 ミ 学生との共修 ミ 基礎 ミ

後期

  ビジネス実践力育成

プログラム

ビジネス実践力育成

  プログラム説明会

10   コース ・ コース

決

GSR 期海外 修

期

国際ビジネス（plus）プログラ

ム参加者選抜
国際ビジネス（plus）プログラ

ム説明会
コース説明会

4月 新入生オリエンテーション
（教養教育・専門教育・教職）

年次

ミナー

）早期卒業 や，国際ビジネスplusプログラム 学生は専門 ミと並行して3年次

での履修

ミ履修要

リア

コース

国際ビジネス

plusプログラム

では早期卒業

大学院進学
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習に関する説明会を， 年次後期（ 年10 ）に実 しますので， 年次生及び 履修 は必

して さい。 習についての は， 習説明会で される 習 により説明します。なお，GSR
期海外 修・基礎 ミ・ 学生との共修 ミについては 年次後期に 通知等をします。

経済学部規 18

(1) 専門 ミを履修するためには，次の各 に掲げる を修 していな れ なりま 。

      1) 教養教育科目の修 が22 以上（外国語科目6 以上を含む）

      2) 専門教育科目の修 が26 以上

(2) 卒 ミを履修するためには，専門 ミの を修 していな れ なりま 。

(1)GSR 期海外 修・基礎 ミ・ 学生との共修 ミは，それ れ された時期に履修するものであり，

履修 き 等を掲示等にて通知しますので， はそれ れについて し む必要がありま

す。履修するためには掲示で された履修 期間に めて履修 をしな れ なりま 。

(2) 専門 ミの は， 年次後期の 習説明会での履修 等の説明後に行います。た し，この の

による 決 は，あ までも 決 です。 年次の に，上 の履修要 を たしている

ことが確 した後， 年次の めに掲示により 決 を通知しますので， めて履修 をしな

れ なりま 。（専門 ミ履修要 は，入学年度 に なるので すること ）

(3) 専門 ミ及び卒 ミは， として 一教 の 導の下に履修しな れ なりま 。

(4) 卒 ミの は， 年次の された期間に された卒業 文によって行います。

(5) 履修 や の は， たに履修 を行い，専門 ミ及び卒 ミを として 一教 の

導の下に履修しな れ なりま 。

(6) やむを ない事 により， 一 導教 について履修することができない は， 導教 の 更を

めることがあります。（ 導教 の ， 職，長期 等及び教育上 に必要と められる ）

(7) 学・ 学中の学生で専門 ミ履修要 を たしている については，下 により きをして さ

い。

・10 にWeb上で される 習 を に，応 用 の ファイルを学 係に し， 切期

日までに学 係に すること。なお， 切期 （日本時間）までに されな れ ， 理されま

。

・ 次 以降においては，学 係に上 の がな れ ，従 通り に きがある ミの中から

2 3 に してもらうことになります。                     

(8) 早期卒業 に対しては，[規 ]「早期卒業に関する内規」の 7 に基づき，(2) (7)に関して

示があります。掲示等によ して さい。

(9) 国際ビジネス（plus）プログラム に対しては，[規 ]「国際ビジネス（plus）プログラムに関

する内規」の 12 に基づき，(2) (7)に関して 示があります。掲示等によ して さい。

(10)ビジネス実践力育成プログラム に対しては、 年後期のプログラム説明会において（1） （7）

に関して 示があります。掲示等によ して さい。

の注意等

(1) 習は， めに り てられた 習 で行われます。

(2) 習 を 用する は，事 に学 係の 用 に 入し， を かり， 用後は し学 係へ を

して下さい。

(3) 習 の 用時間は， として 14時 30 17時 40 までとし，時間外等に 用するときは学 係

に し て さい。

(4) 習 後は， まり等を確実に行って さい。

(5) 習に関わる 等の 成のため， を本 の多目的 に えています。 用 について

は学 係 の掲示等で確 して さい。
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演習題目 職名 教員名

憲法問題の探究 教授 井田　洋子

競争法（独占禁止法）研究 教授 井畑　陽平

人的資源管理 准教授 宇都宮　譲

確率論 准教授 大角　道子

財務会計 教授 岡田  裕正

管理会計論 准教授 小野  哲

国際貿易政策 教授 加藤　誠

証券投資理論 准教授 神薗  健次

統計学 准教授 式見　拓仙

公共経済学 教授 宍倉　学

マクロ経済学 准教授 島田　章

社会言語学 講師 白水　桂子

コンピュータセキュリティ 講師 鈴木  斉

経営戦略論 助教 髙井　計吾

マーケティング 助教 高橋　史早

マネジメントの実践 准教授 津留崎 和義

世界経済論 准教授 成田  真樹子

イノベーション実践研究 教授 西村  宣彦

経営学 教授 林　　 徹

企業情報開示と意思決定行動 准教授 林川　万理水

長崎県移住促進政策についての研究 教授 深浦　厚之

労働経済学 教授 福澤  勝彦

マネジメントの実践 助教 辺見　英貴

ミクロ経済学 准教授 松木　佑介

実践的意思決定論 教授 丸山  幸宏

日本経済史 准教授 南森  茂太

租税法研究 准教授 山内　伸隆

地域経済論 准教授 山口  純哉

ミクロ経済学 准教授 吉沢　裕典

演習題目及び担当教員一覧
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卒業論文について

１  業 は４年次後期１ 下 の 定の期間に 出してください。ただし，４年を えた

在学者で， 業 者は，８ 下 から 上 の 定の期間に 出することができます。 

２  定の期間の 時から１ 時までとします。締切後は，一切受け付けません。 

３  学務係  

４  

 演習指導教員から１２ 上 （ 業の場合は， 下 ）に，関係 等（ 業 出 ， 本

バー， ， 要 記載用 ， ４用 ， 業 の 出について ）を受け ってください。（ ，

要 ，目次と 本体のテンプ ートは， 学部ホームページから 時 ン ー できます。

と 要 のテンプ ートは指定です。） 

 パソコン， ープ の場合， ４用 を しますが，自分で用意しても いません。 

  また，手 きの場合， ールペン（ は 可）を用い， 定の原 用 で 成してください。 

 業 は， ， 要 ，目次， 本体（付録注，参 を む）よりなり， 本体にペー

ジ を付してください。付録（注），参 以外の 本体の は次に定める通りです。ただし，

には， ， 注を めます。     注 付録は 成上必要なときにつけてください。 

本 の場合 

   パソコン， ープ で くとき， ４用 （ に横 きとし， ３０行，横全 ４０ ，本 の 

フォントは ポイントを標 とする）で１４ （ １ ８００ 度）とします。 

手 きの場合， 定の原 用 （１ ４００ の ４ に横 き）４２ とします。 

の場合 

   パソコン， ープ で し， ４用 （ に横 きとし， ３０行，横 ８０ ，本 のフォ

ントは ポイントを標 とする）で１０ （ ４ ０００ 度）とします。 

以外の外 で 出する場合は，３年次末までに指導教員等に相談してください。 

 に 業年， 業回 ， ， コース，学生 ，氏名及び指導教員名を記入してください。 

 要 の は８００ 度とします（ の場合は，２００ 度）。 

 ， 要 ，目次， 本体の に え， 本 バーで じたものが 業 となります。 

５  

 学務係への 出の前に， 要 の電 フ イルを指導教員に 出し，あわせて指導教員に を た

上， 業 出 の 指導教員 に 付を記入して下さい。（ 出は 要 にす ，

認定を意 するものではありません）。 

 学務係 にて，本 が学生 を の上， 業 と 業 出 を 出してください。 

 成要 ・ 出要 等について， 明な点があれ 指導教員の指 を受けてください。 

 業 は原則的に一 で１ の を行いますが，演習指導教員の 可があれ ， 一

ゼミの４名までを限度として で共 することができます。ただし，一 あたりの

に はなく（４ のとおり），目次に 分担を明記した上で，各 が共 と 要 を学務係

に 出します。共 が適しており，成 評価を各 ごとに分 して行え， 成が めるときに，演

習指導教員の 可が下ります。成 評価は分担 それ れに対して行われ，各 ごとに評価されます。 

 この は， 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者には適用されません。 
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              及び成 について

ここでは，専門教育科目を中 に 明します。教 教育科目については，教 教育の学生 に 明され

ています。 いが なる部分がありますので， しないように注意してください。 

１

  は， ， ，報 （ ポート）その の方法により行われます。 

  は，当 授業科目の授業がす て したの 各学期末や各 ォーター末に期 を定めて行うも

の（定期 ），各学期の中間に期 を定めて行うもの（中間 ）の か，授業科目によっては 時に

が行われることがあります。 

２

  定期 及び中間 は， 学部 及び 及びその成 に関する内 に則って行います。 

  定期 及び中間 は，学期ごとに行う期 を定め公 します。ただし，授業科目によっては

期間外に行うこともあります。 

  時間 は， 期間の ２ 間前に します。 

  授業は全回出 することが原則であり，授業に出 した回 がその学期の授業担当教員の定める回

を下回る授業科目は受 を認められないことがあります。また，その学期の めに 修 録を行ってい

ない授業科目は原則として受 を認められません。 

３ 受 の

 は， 修 録を行った授業科目に限り受 できます。 

   修科目 録を行っていない授業科目を受講し， を受けても成 評価の対 にはなりません。 

  時間は，原則として， ０分または８０分となっています。 

  開 １０分前には 室へ入室し，指定された に着 してください。 

  中は， 学生 を必 携帯し の 上（指 された場 ）に いてください。 

   学生 の 等で手 にない者は 事前に学生 センター（ 教 ンパス） 真（ ３

横２ ４ ）を 出し， 付を受けてください。なお 当 学生 を れた者は 開

前に学務係に申し出て 学生 の 付を受ける必要があります。 

 室には， 可された の 携行してください。携帯電話を めとする通 の電 は必 切

って， バンなどにしまってください。 の上には，学生 ， 時に必要な 記 及び使用を 可さ

れた の を き， の中 には一切 を入れてはいけません。その のもの（ 記 入れを む）は

バンなどにしまってください。 

  した者は原則として 開 後２０分までは入室を認めます。ただし， 時間は 長しません。

開 後２０分 したときは，理由のいかんにかかわら 受 を 可しません。 

  室は， 者から の指 がある場合を き， 開 後３０分から認めます。 

  答 用 は持 ってはいけません。答 用 は必 各自が 者に 出しなけれ なりません。 

 室においてはす て 者の指 に ってください。 

４

   その やむを ない理由により定期 や中間 を受けることができない， は受けることが

できなかった者に対しては を行います。 を受けようとする者は， 期間開 の２

前までに（または 指定する までに） の は 明 等を えて を 出し，学部

長の 可を受けなけれ なりません。 
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５  

  （ の結果， 合 となった者に対して 評価のため行われる ）は行いません。 

の  

  成 は，学務情報システム（ システム）で確認できます。前期，後期それ れに成

公開 を 等でお知らせしますので，各自で やかに成 結果を確認してください。 明な点

がある場合は，ただ に学務係へ い合わせてください。 

 成 の評価基 等は次のようになっています： 

定 成 評価 標  成 評価基  

合

100 90点 AA A以上に れている

89 80点 A 
授業科目の 達目標以上に 度な内容を に付けており，

授業で に付ける き内容を 分に習 している

79 70点 B C以上に れているがAに たない場合

69 60点 C 
授業科目の 達目標を たしており，授業で に付ける

き 限の内容を習 している

合

59点以下 D 授業科目の 達目標を たしていない

K 

受講要 (注)は たしているが 成 評価100点 点のう ，

合計で 40 点を える 点を 分された評価項目（ ・

ポート・その ）を受けない・ 出しない等のため，成

評価を行っても60点に達しない場合

S 
出 回 など当 授業科目において指定された受講要 (注)

を たさない場合

（注）当 授業科目を受講するための要 として科目 者が課す のこと。 え ，教 教育科目

では， 定の出 回 の3分の2以上出 することが要 となっており，これを たさない場合は

受講したものと なさない。 

科目によっては， 合 の を 定するもの，また，合 したことを 認 と するものもあ

ります 

  成 結果に がある場合には，前期，後期それ れの成 の 申 期間に成 結果に対する

申 てを行うことができます。（期限は，成 公開 から 後の 間コースは１ 時， 間主コー

スは１ 時４０分までです。） 申 てを行うときは， 学部学務係にて 成 評価に関する

申 を 出しなけれ なりません。 ・ は 学部学務係が 業となるので， ン ー

を確認して下さい。 

   合 となった授業科目（ を認定された授業科目）は， 修できません。 

において 正行 を行った者には 長崎大学 学部の に係る学生の 正行 の いに関す

る申合せ （この には 載していません）に基 き必要な が行われます。

正行 の事実が認定された場合は，この申合せに定めるとおり，その期に 修した専門教育科目及び

指定科目（教 教育として開講されたものを く）のす てについてその を とします。また，

その期に 大学等（ 大学を む）の 修により修 した についても，本学部の専門教育科目の

として認めない いとなります。さらに，[ 則集]の長崎大学学則 ５０ に定める の対 とな

る場合があります。
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けは， 修上限 及び 修 に まれない。

教育職 状の修 について

状の ・・・・ 等

教科・・・・ 業

の の

履
科目 授業科目 必修・

修年次

必修

（ 年次

時までに必

修 すること）

業の関係科目（下 の履修

により修 すること ）教科及び教

科の 導
専門教育

に関する

科目 必修
職業 導 ・

（ 年次 時
までに必 修
すること）業教科教育

教育 理（教育課 の 及び

成の の内 を含む。）

教育社会・ 度
教育の基礎 必修

（ 年次
時までに必
修 すること）

科目

（教職課 関連科目）的理解に関 教育心理学

する科目 な を必要とする もの

理解
1 

教育職業 ・ 専門教育

活動及び 的な学習の時間

の 導
、

的な学習の

時間等の 教育 ・ 必修

（ 年次

時までに必

修 すること）

科目

（教職課 関連科目）
導 及び生 ICT活用の理 と実践

導，教

育相 等に 生 ・進 導

関する科目
教育相

事 事後 導 教育実習 後に実
必修

教育実践に 教育実習 （ 年次に履 教育実習 で実習
関する科目

修） 後期に教育学部，経済学

部，及び実習 力 で実
教職実践 習（高等学 ）

日本国 必修 1 教養教育（ 科目）

科学 必修 1 教養教育

（ ・ス ー 科学科目）行
ス ー 習 必修

規 66

の 6 に め 英語ビジネスコミュ ーシ ン ・ 専門教育
必修

る科目 国際ビジネス(plus)プログ

ラム の 履修
Global Business Communication （い れか一つ）

基礎 必修 教養教育（ 科学科目）

計
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３ 修
（ ）教科及び教科の指導法に関する科目 

業の関係科目 のう 必修の は，以下 科目の中から，３年次 時までに修 しなけ

れ なりません。 

ミ 学 ， 学 ，簿記， 学， 計学，計 学 ，計 学 ， 法， 

際関係 ， 際関係 ， ， ，応用 理 ，応用 理  

業の関係科目 のう の は， の授業科目及び以下の科目の中から しなけれ なり

ません。

中 けは 必修科目

 と  グ ーバル  フ イナンス と会計 

学
部
共
通
科
目

ミ 学

学

簿記

学

計学

ミ 学

学

簿記

学

計学

ミ 学

学

簿記

学

計学

ミ 学

学

簿記

学

計学

コ

ス

科

目

 

 

計 学

計 学

業  

学 

 

本  

本  

ポートフォリオ理

 

 

応用 理

理計画法 

情報  

学  

学  

 

法

法  

法  

法  

法  

際関係

際関係

 

際  

理  

 

 

務 理  

情報  

務会計  

務会計  

原価計  

原価計  

言  

化  

学  

学  

 

 

法  

法  

 

 

務会計  

務会計  

原価計  

原価計  

理会計  

理会計  

システム  

ポートフォリオ理

行  

 

計 学

計 学

法  

法  

際  

際関係

際関係

理  

 

 

務 理  

情報  

情報システム  

 

 

理計画法 

意 定  

応用 理

応用 理

理会計  

理会計  

原価計  

原価計  

務会計  

務会計  

 

 

会計 度  

会計  

法  

法  

法  

法  
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（ ） 教育の基 的理 に関する科目 ， 道 ， 合的な学習の時間等の指導法及び生 指導，教育相談等

に関する科目 及び 教育実 に関する科目  

 教 教育で される自由科目（教 課 関 科目）は， 年次までに，必 修 しておかなけれ

なりません。 

教育実習及び事前・事後指導について 

  イ 教育実習は２ （ 時間）の実習科目として 教育実習 で２ 間教育実習を行います。 

  事前・事後指導は１ （ 時間）の実習科目です。 

  教育実習及び事前・事後指導を受講するには， ２ 状修 のための 要 の 必修・

で指 した 

３年次までに修 する き をす て修 しておかなけれ なりません。 

教 実 演習について 

イ 教 実 演習は２ （ 時間）の実習科目として，４年時後期に教育学部， 学部及び教育 

実習 で実施されます。 

教 実 演習 修の として，各教 科目 修 後に教員が評価し，学生自 が自 評価を記

入する 修 ルテ を 成しなけれ なりません。 

（ ） 法施行 則 の  に定める科目 

教 教育科目の 学 及び ポー 習 を必 修 しなけれ

なりません。 

専門教育科目の コ ー ン

の中から一つを必 修 しなけれ なりません。 

修 の いについて 

２ 状修 のための 要 の科目一 で，科目名の直後に を付した科目及びスポー 演習

は， 修上限 及び 修 に 入しません。 

４ その他
教育 員 状の 者は， 末及び 末に開 する 明会のい れかに必 参加し，受講申

を 出した上で，関 科目の 修を開 して下さい。 

本 会 が実施する簿記 定 ２ を して下さい。 

教育実習を受講するまでに，コン ータの に習 しておいて下さい。 
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際 について

１ 外 学について

在，本学部の学生として活用できる 外 学には，以下のものがあります。

大学間 定あるいは学部間 定に基 く 学（ 年または１年）

学 の大学ないし 関に 授業 を納める必要がないこと， 学をする必要がないことが よりの

利点といえます。 

本学部学生の主な としては， ー ン ジ スス ール・パリ （フランス）， ・フォス

リ大学（イタリ ），ト ント大学（イタリ ）， ルシ 大学（ポーラン ），ポー ス大学

（イ リス），上 大学（中 ）， 大学（中 ），上 外 大学（中 ），中 大学 （ ），

大学（ ）， ン イ大学（タイ）等が られます。なかでも ン イ大学とはもっと

も長い関係が いています。 

期間： 

２０１ 年４ １ ２０１ 年３ ３１ ， ：１２名 

２０１ 年４ １ ２０１８年３ ３１ ， ：１ 名 

２０１８年４ １ ２０１ 年３ ３１ ， ：１ 名 

２０１ 年４ １ ２０２０年３ ３１ ， ：１ 名 

２０２０年度は コ ナ イルス の 的な 行に い を中  

２０２１年４ １ ２０２２年３ ３１ ， ：１３名 

方の大学との り めによる 期 修（ 学）

教 教育科目の 学を 修する必要がある１，２年生対 のもので，これを修 すると２ 分の外

の 認定ができます。 

これまでの 修実 は以下の通りです。 

 ラ 大学（ メリ 合 ）（ 年度 名， 年度 名， 年度 名） 

ン ス大学（オーストラリ ）（ 年度 名， 年度 名， 度 名） 

リフォル 大学 ント ーベイ （ メリ 合 ）（ 年度 名） 

シントン 大学（ 年度 名） 

 ブル ー 大学（フランス）（ 年度 名， 年度 名， 年度 名， 

年度 名） 

    ンジ 大学（フランス）（ 年度 名， 年度 名） 

 フライブル 大学（ イ ）（ 年度 名） 

中  大学（ 年度 名， 年度 名， 年度 名， 年度 名） 

 大学 （ 年度 名， 年度 名， 年度 名）

方の大学との り めによる 期 修（ 学以外）

期 外 修 および 期 外 修  

― 24 ―



 全学年対 の２ の授業科目として けられているもので，本学部で行われる事前 修，事後

修とともに， 定のある大学で 修（ による講 ， 業 ，学生 ）を受けるのが です。

外 修が行われる 学期に が付 されます。 外 修が実施される時期は， 期 業中または，２

・３ です。そのため， 業を えた４年生は２・３ の 修には参加することができません。（ し，

年開講されるとは限りません。） 

上記以外（自分で大学を して入学するもの

２ 学生との について 

２０２１年５ 在，長崎大学には，学部学生， 科学生（修 課 ， 前期課 ， 後期課 ），

生， 学生等合わせて４２２名の 学生が在 しています。中 からの 学生が主ですが， ，

ベトナム，ミ ン ー，コン 主共 ， ， ーナ等全 ３８ （ ）からの 学生も在

しています。 

そのう ，中 ， ， ーシ の２ 名が 学部に在 しています。

学生と して，様々な 化体 をすることはあなたの 際 覚を がくことになるは です。

学生も 本 学生との を んでいます。 え ， ーター 度を利用して， 学生との を る

のも１つの い手 といえるでし う。

詳 につきましては，以下のホームページをご ください。

・長崎大学 学生教育・ センター

p l s s u p
・長崎大学 学部

p s u p
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学生相談等について 間

学部担当 ンセラー（ ンパス）

： ・ ・

時間： ：３０ １ ：３０

（上記時間外でも 可能ですので 相談ください）

場 ： 学部本館２ の 務室・相談室

（ 学務係 りの 室の上の部 です）

：  （ ・ ・ の ）

センター 学生 部門 

ンセラー   はる

（ 理 ・公認 理 ）

初年次セミナー 専門ゼミ指導教員による相談

入学後 専門ゼミ着手までの期間は 初年次セミナーの指導教員が 専門ゼミ着手後は専

門ゼミの指導教員が相談を受付けます。 をする上でわからないことや生活面での

ごとなどを相談してください。

学生なんでも相談員

 初年次セミナーや専門ゼミの指導教員に相談しにくい事柄については ンセラーに

加え学生 でも相談員がいますので 学務係に してください。

ラスメント相談員

ラスメントに関する相談に対応するために ラスメント相談員を していますので

相談してください。なお 相談するに当たっては ラスメントが 生した 時 内容等に

ついて記録をしたり 者の 言を ておくことが まれます。

 また ラスメント相談員に加え 学部担当 ンセラーや学生 でも相談員におい

ても ラスメントに関する 情相談を受け付けていますので 学務係に してください。

さま まな相談以外にも 大学生活を る上で様々な手 きをするために 指導教員の

認（ 名 認 ） が必要になることがあります。 認が必要な けを出す場合は 事情

を指導教員に 明したうえで 名ないし 認 をもらうようにしてください。

より詳しくは 入学時に される長崎大学学生 センター 学生生活 内 に 明

があります。必 目を通しておいてください。

の や学習・学生生

活に関すること等  

お にご相談ください。 

内容に応じて 関係 関へ

の もします。 
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学の ICT

１ め

長崎大学にはコン ータ ト ー NUNet（Nagasaki University campus information Network）
があり，学内に されているパソコンや 成 26 年度入学の学生から まった必携のノートパソコンなど

はこのNUNet 由でインター トに することになります。

２ パ ー 利用 サー

NUNet を め， 修 録を行う学務情報システム（NU-Web）や講 などで使用される主体的学習促

システム（LACS: Learning Assessment & Communication System），電 メール， LAN（長大

Wi-Fi） といった くのシステムでは 学 ID（長大 ID）が使われます。長大 ID とは長崎大学の学

生に 付される１ の ー 名（bb 学生 ）とパス ー のことで ICT 基盤センターが 理しています。

 電 ー https://outlook.office365.com/
長崎大学の学生にはメール ントが えられます。授業や学生生活に関する がメールで行わ

れることがあります。メールは確実に確認してください。メール ントは次の通りです。

bb 学生 @ms.nagasaki-u.ac.jp 
 Office 365 https://portal.office.com/

メール スは Office 365 ントとして Android や iOS 用の プリで使用できます。また，在

学期間中は Office365 ス ト プ プリを のパソコンにインストールして使用できます。

学内での には 館などに設 されている プリンターを使用します。必要となる設定は

館の 明（https://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/pc/）を参照してください。

 https://attend.nagasaki-u.ac.jp/
長崎大学では，学生 を利用した出 理システムを導入しています。授業の出 確認は講 室に設

された IC ー リー ーに学生 をか すことによって行います。学生 で認 できない場合には

講 室 え付けの IC ー 出 理システム出 出用 を授業担当教員に 出して下さい。

 主 学習 LACS https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/
LACS は，学生の主体的な学びを確 するために長崎大学で した教育 システムです。様々な

授業でLACS を活用して，授業の ， ，課 ポートの受付，オンラインテストなどが行わ

れます。LACS の利用方法ついての い合わせは ICT 基盤センターで受け付けています。

 学 NU-Web https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/
修 録や成 を行う NU-Web は学内 ト ー からの利用が原則となります。

 VPN https://v-conn.nagasaki-u.ac.jp/
学外から学内専用ページの に使用します。

学外からNU-Web の一部の 能などを使用する際に使用します。

 LAN Wi-Fi
講 室， 館， などで LAN が利用可能です。必携パソコンやス ホ，タブ トなどで利用す

ることができます。 LAN の利用方法や設 場 については，学務係前の を確認するか，ICT 基盤

センターのホームページ http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/wifi.html を参照してください。
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３ ID 用パ ー の

長大 ID を使用する各 システム用のポータル イトとして uPortal（https://uportal.nagasaki-u.ac.jp/）が

在します。uPortal には長大 ID 用のパス ー を する も用意されています。

コン ータの 正使用や外部からの 入を するための手 が本 の が知っているパス ー です。

って，パス ー は に できるようなものは 適切であり，また適当な期間をおいて しいものに

するのが正しいあり方です。なお， したパス ー をどうしても い出せなくなってしまった場合

は uPortal に 録したメール スを使用したパス ー ができます。

４ 必携 パソコン ートフォンの

使用の を学内 ト ー に するときは，自分の情報を守り，かつ 者に を えないた

めに， イルス対 ソフトなどをインストールし，常に の状態となるように がけてください。また，

頼 が担 出 ないところから入手したプ グラムや ータを使用するときには，利用前に イルス

を行うなど自分の は自分で守ることを えて行動するように がけてください。なお，インター ト利

用時には， ト ー 利用 ため も参照してください。

５ 必携パソコンサポート窓口 ICT ン ー

成 26 年度 入生からノートパソコンの必携化が開 されました。様々な授業でパソコンが活用されま

すので，常にパソコンを持参するようにしてください。必携パソコンのトラブルや利用方法に関する相談は

ICT 基盤センターが受け付けています。ICT 基盤センターでは，故障などの むを ない理由でパソコンを

持参できなかった学生に対し，一時的にパソコンの貸し出しも行っています。詳しくは ICT ポート ン

ターに関する 明ページ（http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/essential_pc/support.html）を参

照してください。

コン ー ン ー ト の

コン ータの基本的使い方，インター トの利用方法は，教 教育の情報 理科目で学習することが

できます。ゼミ の 会も大 です。また，コン ータやインター トについての理 を め

上達するにはコン ータの を 入して自習することが 可 です。
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ト ー 利用 ため

インター トを利用するときには をつけなけれ ならないことがあります。以下， ナー，コン

ータ イルス， メール， 正 セスの ， ト ー の5点に分けて します。

に詳しいことは，教 教育で開講される情報 理 の科目や，ICT基盤センターのホームページで

明されていますので，そこでの 明にも 分注意を ってください。

１ ー

インター ト上で守る き ナーについて，以下にいくつかの を ますが， は として

当 守る き ナー， は ト ー の ナーと言えます。

相手の ， 情を にコミ ーションを ることが いので，メ セージを受け る相手に

対する りを がけまし う。

に 利 を える行 をしてはいけません。 え ， を 中 すること， のプライバ

シーを公開すること， の知的 や を することなどをしてはいけません。

公 ，法 に違 する行 （ に結びつく行 ）をしてはいけません。

自分の ・パス ー を に使用させてはいけません。また， のものを使用してもいけま

せん。

メール， ，ホームページなどに氏名・ ・電話 ・生年 ・ 真などの 情報を

用意に記 してはいけません。 らかのトラブルを する可能 があります。

ト ー の正常な 用を する行 をしてはいけません。 え ，画 や など容 の大

きなフ イルを 付したメールを 時に に するなどの行 をしてはいけません。

ト ー 上のシステムを 理的，ソフト 的に する行 をしてはいけません。

この に をつけたい ナーとして，メールをやり りするときの ナー， などに する

ときの ナーなどがあります。

２ コン ー

コン ータ イルスは， 者のコン ータのプ グラムや ータに らかの を及 すこと

を目的に意 的に 成されたプ グラムで，自 伝 能， 能， 能など，本 の イルス

と じような 能を持っています。 するとシステムが 上がらなくなったり， な場合には

ー ス が されたり， ・パス ー 等を め 情報が 出されたりするなどの が

生じます。コン ータ イルスに しないために，以下のようなことに をつけまし う。

コン ータには ンソフト（ イルス ソフト）をインストールしまし う。

頼 が担 出 ないところから入手したプ グラムや ータを使用するときには，利用前に

ンソフトで イルス を行いまし う。

知ら 相手からの電 メールには イルスが んでいることがあります。 用意に 付フ イル

を開くと することがありますので， なメールは することを めます。

もし，メ ステーションのコン ータに イルスなどに したというメ セージが さ

れたときには，そのままの状態にして学務係に 急 してください。

イルスに関する に詳しい情報は， 行 法 情報 理 （IPA : Information-
technology Promotion Agency, Japan）のページ（https://www.ipa.go.jp/security/）などを参照

してください。
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３ ー

インター トを使っていると， 知ら の や 業らしきところから， イ トメール，

しい ， の手 のメールや 情報などの価 のない メールが一方的に られて ること

があります。これら関しては次のようなことに をつけまし う。

などの 定 が する場 や 頼 に ける イトに 情報（氏名・メール

ス等）を記入すると，それらをもとに メールが られ める場合があります。自分のメール

ス等を記入するのが本当に適切かをよく えて まし う。

メールはす しまし う。ただし，受け る が いときや，内容に （ めいた

内容などがある）ときは，学務係に け出てください。それ れの状況に応じた対 を ります。 

４ の

成12年2 13 に 正 セス行 の 等に関する法 （ 正 セス 法）が施行されました。

この法 により，以下のような行 は違法行 となり，違 者は されます。 

 ・パス ー 等による セス 能があるコン ータに対し，コン ータ ト ー を通し

て の ・パス ー を で入 すること。 

 セス 能があるコン ータに対し，コン ータ ト ー を通して な ータを す

るなどして 定利用をすることができる状態にさせること，また 定利用をしてしまうこと。 

 の ・パス ー を 者に や などで教えたり， などに したりすること。 

したがって， １ ー で たこと以外に次のようなことを がけてください。 

に自分の ・パス ー を教えない。 

イ もし， の ・パス ー に関するメ などを つけたら，学務係に け出る。 

自分の氏名，生年 ，電話 など，容 に できるものをパス ー に使用しない。 

パス ー は定期的に する。 

５ ト ー

ト ー を利用した は年々 加しており，大学生が に き まれる事 も きています。以下

のように 様な が きていますので， に うことがあるときは，学務係まで け出てください。 

１）ホームページや などに 定の の氏名・ ・電話 ・メール スなどを 載し，その

を に 中 したり， が がらせをしたりすることを る。 

２） 定の 間から なメールが に られてくる。まるで自分の行動を 視しているかのような内容

のメールである。 ト トー ー

３） られてきたメールにリストがあり，そのリストに載っている 間の 行 に一定 を り んで，

後はリストの上 １名をは した後，自分の 行 をそのリストに き加えたメールを 定

の 間に りつける。 ン ー ト 利用 た 講

４）インター ト上のショ プの を 入したが，いくら っても を ってこない。 後，そのホ

ームページを ようとすると，ホームページそのものが されていた。 ト ー

学習・ ・ 活動など学生生活になくてはならないものとなったインター トですが，インター

トは 知ら の 定 の 間がさま まに しあう場であると言えます。その をよく理 し， 全

で 適な利用を がけ，トラブルを こしたり き まれたりしないよう注意しまし う。 
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授業 の納付方法

                 

本学では授業 を納める方法として を行っています。

入学手 き時に 出された 預 依頼 により指定された 関の から，

前期・後期 に下記のとおり が行われます。

う 行を めた とんどの 関が利用可能ですので，入学手 き時に 録の方は，

預 依頼 により 録してください。

前期授業 年 に （ き し） 

  後期授業 年 に （ き し） 

   上記の が 関 業 の場合は 業 となります。 

   授業 申 者は， 定後に納入することになります。 定結果 定前に納入された場合

は， 申 は になります。 

可及び一部 者は，前期 ，後期 に 定です。 

事務部の では納付できません。

                   

授業 等の詳 については下記 を参照ください。 

ps s u p pusl l
（長崎大学ホームページ：教育・学生生活 授業 に関するお知らせ） 

この のお い合わせ

長崎大学 理 部 理 達課 理

  長崎 教

・ ・ を く
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学 の

年を える伝 を る長崎大学 学部の 業生は，実業 ， 公 ，教育 など

様な分 で活 しています。 

学部では， 自に以下の を行っています。 

１ 室の

本館１ の 相談室では， 相談の か， 情報や 業パンフ ト， の

活動体 記等の ができますので， に利用してください。室内の 等は

入り に 内を しています。 

利用時間  時 時 長期 業期間は 時まで

（ ） リ 相談（ 相談）について

 学部では， リ センターの事業として， リ ンセラーによる

リ 相談を受け付けています。 ントリーシートの ，面 対 等の 体的な

の か， における 相談等も適 受け付けているので， った時は

に相談してください。

リ 相談について（長崎大学 リ センター ）

ps s u p s u sul

相談申 方法： は 相談室内 にて （相談時間帯等に

よって申し 方法が なります）

 その ， 学部の 会 である 公 法 会 が ・

の 等を行っています。

い合わせ： （ ンパス 会事務局）

（ ） 業等からの 情報等の について

業等からの 情報等については， リ ー ス （

リタス ） と，本館１ の 相談室やインフォメーションコーナーにて 時

情報 を行っていますので，情報収集活動に 分に活用してください。 

リ の

 リ センター（ 教 ンパス）に く 業からの

は，原則として （ リタス ） 上で公開さ

れます。本学に 化した の を 出する等，様々な

が可能なので，活用してください。 

（ で いたものは， リ センター内で できます。） 

学 の

 時， 相談室に しています。 

 のコ ー等が必要な場合は， 関 担当 員（学務係在 ）に をか

けてください。 
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２ ン ー の

学部では，外部 業等との 携のもと，年間を通じて様々な イ ンス及び

セミナー等を実施しています。積極的に参加し， 活動を行ううえでの参 にしてく

ださい。 

年間ス ジ ールについては， にて します。 

なお， に実施した イ ンス等の実 は以下のとおりです。 

自

活動を行ううえで に 要となる 自 分 業 ・ 業 の方法等に

ついて ー 

ー

自 分 ントリーシート 面 グループ ス ション 等のテー

に基 き， 回に り実 的なセミナーを実施 

会の 用

情報の収集に かすことのできない大手２ のナ システムや，各 で開 さ

れる合 明会に関する活用方法等を ー 

ン

公務員 のしく や 方法等の ーの か，実 的な公務員 対 等

を実施 

３ の

学部では，学生の 活動の実態等を し， 体 の 実に けた基

とする か， 体的な 相談等にも活用しています。 

年間の 関係 は主に以下のものがあり，各自が に入 するものや各ゼミ

においてゼミ教員が用 を し 回収するものなど様々です。い れも 入 や記入

などに れのないよう注意してください。 

の

定

年次に， 定した を把握するために を実施しています。 局や 科

省等，各 関が実施する 計 のための基 となりますので， が確定し

た学生は必 回答してください。 

また， 状況 時（内定 ・ 務 確定等）には，その 度必 入 情報の

を行ってください。 

記 面 その の方法や 内容など 内定 業・ 関等を

する後 への バイスなど の項目は，次年度に 活動を行う学生の参 と

するので， したことなど めて教 となる情報の をお いします。 
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年次に， の 定状況を把握するための をゼミ で実施しています。

局や 科省等，各 関が実施する 計 のための基 となりますので，全

員必 用 に れなく記入のうえ 出してください。用 の と回収は各ゼミ

にて行うことが原則ですが， 後に改めて学務係から し， 出してもらう

場合もあります。 

以下のような場合も 対 となりますので，その を記入して 出してください。

・ 定， は 活動中 

・公務員受 定， は結果  

・大学 受 定， は結果  

・ なし， は 外 学など 

的な の 定状況について， 業時の状況を把握するために実施する で

す。 率等の集計結果は，当 年度の 計として使用します。 

４ その他

において，一 的に以下の の 出が必要となりますが， 業等によって

なりますので，詳 は 等で必要な を確認のうえ， のないように を

してください。 

等の か，大学生 でも 用 を しています。 

学務係前に設 の自動 明 行 で 行できます。ただし が必要な場合は

へ申し出てください。 

学務係前に設 の自動 明 行 で 行できます。 

（ただし， 年次の から 行開 。 年次までは 在 明 の 行が可能。

業等への ントリーの際は， 在 明 で 用が可能か， は 年次の

まで 業 明 の 出を ってもらうことが可能か，必 い合わせるこ

と。） 

学務係前に設 の自動 明 行 で 行できます。 

（ 年， 中 から 行可。ただし，学内の を受 した者の ） 

成 明 ， 業 明 ， は， 明 行 ー ス を利用

してコン ンススト で 行することもできます（ ）。 
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学生の について

長 大学学生 規 では，学長 の対 として「 は，次の各 の一に するものを対 に行う。」

とされています。

(1) 卒業 は修 時において， に な成 を修めたと められる学生

(2) 学 活動において，国際的 し は全国的規模の学会から を た ，社会的に高い 価を

た な ， な業 を げたと められる学生 は学生 体

(3) 課外活動において，国際的規模の 会， 覧会， 会等(以下「 会等」という。)に ，

し は (以下「 等」という。)した ，全国的規模の 会等に 等をし， 3 まで

に入 (これに相 する を含む。)した ， 地 し は 地 を含む の地 が で行

う 会等に 等をし， (これに相 する を含む。)した な ， な成 を げたと め

られる学生 は学生 体

(4) ラン ア活動等の社会活動において， 共 体等から 等を た学生 は学生 体

(5) 人 ， 等に し，本学の を し 高めたと められる学生 は学生 体

(6) 各 と 等以上の に価する行 があったと められる学生 は学生 体

(7) その他学長が に に価する行 があったと められる学生 は学生 体

なお，経済学部学生 内規も学部長 の対 として，これに じて められています。

するような には， 様 等もありますので学 係へ相 して さい。

長 大学経済学部学生 内規では，学部長 の対 として「 は，次の各 の一に するものを対

に行う。」とされています。

(1) 卒業時において， に な成 を修めたと められる学生

(2) 学 活動において，国際的 し は全国的規模の学会から を た ，社会的に高い 価を

た な ， な業 を げたと められる学生 は学生 体

(3) TOEIC，TOEFL等外国語能力 において に な成 を修めたと められる学生

(4) 課外活動において，国際的規模の 会， 覧会， 会等（以下「 会等」という。）に ，

し は （以下「 等」という。）した ，全国的規模の 会等に 等をし， ま

でに入 （これに相 する を含む。）した ， 地 し は 地 を含む の地 が で

行う 会等に 等をし， （これに相 する を含む。）した な ， な成 を げたと

められる学生 は学生 体

(5) ラン ア活動等の社会活動において， 共 体から を た学生 は学生 体

(6) 人 ， 等に し，本学部の を し 高めたと められる学生 は学生 体

(7) その他 に価する行 があったと められる学生 は学生 体
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学務係が り う業務について

１ 教

授業計画及び授業時間 に関すること。

定期 ， 等に関すること。

学業成 の 理に関すること。

学生 ，シラバス，演習指 等の 成に関すること。

学生の 分 動（ 学， 学， 学， 業等）に関すること。

教室及び教 に関すること。

演習及び 業 に関すること。

教 課 に関すること。

明 （成 ， 業，在学等）の 付に関すること。

大学 等 学に関すること。

その 教務に関すること。

２

学生相談に関すること。

に関すること。

各 学 （ 本学生 （ 本育 会）を く ）に関すること。

学生教育 に関すること。

通学 明 に関すること。

課外活動施設， 生施設に関すること。

自動 等入 可 に関すること。

その 学生の 生指導に関すること。

３ 学 の

  学生への通知 びに は，す て によって行います。１ １度は必 を るように

けてください。なお， した事項については， に周知したものとして 理します。 
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４

学務係の り う 出， 出は次のとおりです。 

１ 修上の手  

       出  期  限 注  意  事  項 

修 録 
授業開 後 定の期 まで 

集中講 については 指 する  
前期及び後期各学期の め 

演習 集申  演習指 に記載の 定の期 まで 演習指 を参照  

業 出  業 出期限まで 学務係へ 出 

    開 の２ 前まで 学務係へ 出（ 明 等の 付が必要）

     理由 生後２ 間以内 学務係へ 出（ 明 等の 付が必要）

長期 修申  
前期からの適用： 末 

後期からの適用： 末 

学務係へ 出 

期間 長はできない 

長期 修期間

申  

前期からの適用：直前の 末 

後期からの適用：直前の 末 

期間 （ を む）は 度に限る 

事前手 きとなるため注意すること 

２ 分 動の手  

       出  期  限 注  意  事  項 

  学   理由が生じたとき 

き き２ 以上修学を中 しようとするとき，

体的な理由を えて 出すること 

のときは の を 付すること 

  学   理由が生じたとき 体的な理由を えて 出すること 

  学   
学期間の 及び

学理由が したとき 
で 学したときは の を 付すること 

 入 学  学後２年以内 

受 可 大学

等への入学 入学
出 ２ 間前まで 

３ その  

       出  期  限 注  意  事  項 

     
年４ 授業開 後 

２ 間 

大学からの ， 等の 付 となるので正確に

記入 

改     

理由が生じたとき 

戸 本 は戸 記載事項 明 を 付すること 

 帯 の ・  

学生  学務係へ け出ること 

学生 付  学生 センター 教 へ 出 
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４ 明 の 行手  

  出  期  限 注 意 事 項 

在学 明  

業 明  

明  

成 明  

自動 行 で 時 行が受けられる 

８ ３０ ２１ ００  

学生 及び を入  

明 行 ー ス の 

利用も可 

通学 明  
付を する の３ 前までに 

申し むこと 

学務係にある申 に記入 出 

受け り時に学生 の が必要 

５ 生 導関係（ の 出 に注意） 

   出  期  限 注  意  事  項 

学生  
自動 行 で 時 行が受けられ

る 
行 から３か  

授 業  

授業 収

（分納を む） 

前期・後期その 度 する 学生 センター（ 教 ）へ 出 

体設  

 たに 体を設 したとき 
体 者が い出ること 

学生 センター（ 教 ）へ 出  
き き 体を しようとする

とき 

集会・施設使用  その 度 
使用 者が い出ること 

学務係へ 出 

   その 度 学務係へ 出 

入 可 付  により指 する 
長崎大学 内における 通

要 を参照 

外  その 度 本を出 する３ 前まで 外 システムから入  

 その 度 （ 本に 着後 やかに） 外 システムから入  

通 事 故 報  事故 生後直 に 入 等で 出が れる場合，電話で 報  

関係の手  

   出  期  限 注  意  事  項 

定状況
４年次の各 定期 まで，

もしくは内定したとき

定の にかかわら ，全員が必 回答

すること 回答は から行う

回答 でも 時 内定 ， 務 確定 

等 には，その 度 すること

    状 
付を する の５ 前

までに申し むこと 

学務係で 行する （本 ），

状 行 に記入し，演習指導教員に

（演習指導教員） の記入をお いのうえ，

これら３つの を学務係へ 出すること 

事前に， の回答が必要
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利 用

開館時間                 

ただし， 業期等           

             ・ ・            

館     年末年 等 

      直通   内  

    

    

館ホームページ              

館 学部分館ホームページ  

                                              はえる・びー  

   

館へ入る 

入館には学生 が必要です。 

学生 を入館 ートの ー リー ーに させると ートが開き，入館できます。 

館から出る 

     館 ート から出てください。 

ートには 持出 があります。 館 の貸出手 きをしないで通 すると， 

ブ ーが り，バーが されます。（注意： 持 出しは 行 です） 

注：携帯電話・電 などの電 に 応し，ブ ーが ることがあります。 

手 などの確認にご ください。 

返  

     

りる方法 

     本を りるには，学生 が必要です。 ンター横の 自動貸出 （セルフ ）が 利です。 

     

     貸出 と期間 

     ・ 間 りることができます。 

      

     中 館・ 学分館の も りることができます。 

貸出期間の 長は の利用者の がなけれ ， 回まで可能です。 

 長手 きは， ンターまたは， 館ホームページから行うことができます。 

業 のために 学部分館 に限り 間の貸出もできます。 

     

返却する方法 

ンターへ返却してください。 館中は，入 横の返却ポストをご利用ください。 

中 館・ 学分館に返却することもできます。 

注：貸出期間を た場合は， れた 分だけ貸出 となります。 
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階 

・ ・事 ，年 などの参  

・ 着  

・  

・ ンター 

・ラー ング・コ ン  

・グループ学習室 

・学生用パソコン  

・  

・ 用パソコン  

・プリンター 用コ ー  

・ 用自動  

・長崎学 室 

階 

・ 室 

・学習  

着 ・シラバス ・ ポート 成 ・ 学 ・ 学 ・ など  

・  

・ 着  

・ 用パソコン（ ） 

・  

・ 収  

 

・ ： ・ 時 の  

・ ： ・ 時 の  

・ ： ・  

下 

・ 目的室 

・明 大正 期  

     

の  

で す 

 は主 本 分 法 で されています。 

オンライン目録 で す 

 館のホームページにある 長崎大学 館  から本学 を られます。 

電 ジ ーナルリン 集で す 

 本学から全 を 可能な タイトルの電 ジ ーナルをリスト プしています。 

ータベースリン 集で す 

 情報・ 科事 ・ 記事などの ータベースをリスト プしています。 
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その他の サー  

  フ ンス・ ー ス 相談  

  ・学習・ に必要な情報を すお手伝いをします。 

    の し方，参 の使い方， の ・収集法など 

  館 イ ンス 

  ・ 館の利用， ・ の 方法， 記事，電 ジ ーナル， ータベースの利用 明会を行

っています。 

  大学 館の利用 

  ・学外の 館に や の 用依頼ができます  

  ・ 大学 館を利用する場合は， 状を 行します。 

  パソコンの利用 

  ・学生用パソコン 長大 が必要 と 用パソコンが利用できます。 

  ・ ー ス 長大 が館内全 で利用可能です。 

  ・ス ナは ンターでお貸しします。（館内利用） 

  ・ ンター ： 時 ： 時 ではパソコンに関する各 ・相談を受付けています。 

  コ ー の利用 

  ・ 階にプリンター 用のコ ー があります。 

  ・ 館の は， 法の 内でコ ーできます。注意事項を守って利用しまし う ） 

・ ラー （ ）内学生 利用の場合

  グループ学習室の利用 

  ・ 階に 名 名 度のグループで学習できる部 があります。 

     ・ゼミや 会・ ス ションの場としてご利用ください。 

  ・ 付の大 タやプ ジ ターでパソコンの画面を 出 することができます。 

プ ジ ターは ンターでお貸しします。 

   

  ・ 館のホームページから電 化された を ることができます。 

  ・ 学部分館の 室には， 学部の前 である長崎 等 業学 の 長 の など

を しています。 学 の方は事前にお申 ください。 

     

    

館で守ってもらいたいこと 
 館内では かにしまし う  

 館内での携帯電話は です  

 館内での は 定の場 で  
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地

コピー

ー

ー ング コ ン
（情報 ロン）

経済学
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ミ ー室 室 照明室
（ ） （ ）

（５４５ ）

ステージ

室室

電 室室室

ホール

１ 階

２ 階

大講 室

学部

2
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１  

自    ポート

 

  講 室 

コー ー 

 

   

１１ 
講    室 

 

室 学 学   
室  

教室

学

２２ 
講    室 

２ 

室

  
２４ 習室  ２５ 習室

  会    室

  

２１ 
講    室 

室

学 室 
２３ 習室 会 室 会 室 学      室

室

１２ 

講    室 
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資

ー ン

ー ン

ー ン演習
　　　 　　　　　　
　演習 　　　　演習

演習

木村

辺見 林川

小野

丸山 真西村

林髙井 ー ン ー ン 丸山（幸）

神薗

藤

子トイ

津留崎

演習

大角成田吉沢高橋 井田

子トイ

共 研究 子トイ 子トイ

森 井畑

共 研究

岡田

式見 拓 松木 宍倉深浦 宇都宮

子トイ 子トイ

福澤 白水

山口

子トイ 子トイ

リ シュ

教員研究 及び演習

南 ジ 研究

本　　

コー ー

ティー

セミ ー

　　
資 理
（ 務 ）

資

ー ン

（ ）研究演習演習

ー ン

子トイ

リ

演習 　　 演習

島田

演習
情報

進

職員

子トイ

林 徹南森

藤田（ ）

和 日

山内

加藤

式見（ ）

鈴木
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ミ

講義

研究

演習

演習 演習

 

演習

　　

 

リ シュコー ー

講義

演習 演習 演習

演習 演習留学

リ シュコー ー

研究

演習 演習演習

 

演習

　

キ

 

リ シュコー ー

倉

ー

演習 演習 演習

演習

演習

演習 演習

演習 演習

　　　

ー

演習

　　　　

演習
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給 水
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済
学
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体
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共
用
施

設

経
済
学

部
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堂

経
済
学
部
倉
庫

教
育

研
究
棟

経 済 学 部 本 館

福
利
厚

生
施
設

保
存
建

物

片
淵
総
合

倉
庫

図
書
館
経
済
学
部
分
館

ﾃ
ﾆ
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-
ﾄ

瓊
林

会
館

西
山

川

車
庫

ア
ジ
ア

研
究
所

東
南防

災
倉
庫

ﾃ
ﾆ
ｽｺ
-
ﾄ

倉
庫

長
崎
大
学
片
淵
地
区
配
置
図
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学学  

成１ 年４ １  

学則 １  

４年３ ２８ 学則 １  

４年３ ２８ 学則 ２  

目次 

１  則（ １ ３ ） 

２  修業年限，在学期間，学年，学期及び 業 （ ４ ） 

３  入学， 入学， 入学， 学部等， 学， 学， 学， 学， 学， 入学及び

（ １０ ２８ ） 

４  教育課 の 成，授業科目の 分等， ， 修方法， 及び の授 （

２ ４４ ） 

５  業及び学 びに教員の 状授 の 要 の （ ４５ ４８ ）

 （ ４ ・ ５０ ） 

 定 ，入学 ，授業 及び （ ５１ ０ ） 

８  科目等 修生， 生， 講学生， の課 及び外 学生（ １

５ ） 

 則（ ・ ） 

則 

１  則 

（目的） 

１  長崎大学（以下 本学 という。）は， 大学法 長崎大学基本 則（ 成１

年 則 １ ） ３ に 定する理 に基 き，実 教育を 視した の教育を

し， い視 と かな教 及び い専門知 を え，課 能 及び に ん

だ 材を 成し，もって 及び 際 会に することを目的とする。 

２ 本学の学部の修業年限，教育課 ，教育 その の学生の修学上必要な事項につ

いては，この学則の定めるところによる。 

（教育 上の目的の公 等） 

１ の２ 各学部は，学部，学科 は課 ごとに， 材の 成に関する目的その の教育

上の目的を学部 に定め，公 するものとする。 

（学部，学科，課 及び収容定員） 

２  本学の学部に，次の学科及び課 を く。 

学部 学科及び課  

化 会学部 化 会学科 

教育学部 学 教育教員 成課  

学部 合 学科 

学部 学科， 学科 

学部 学科 

学部 学科， 科学科 

情報 ータ科学部 情報 ータ科学科 

学部 学科 

科学部 科学科 

学部 学科 
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２ 学部は 開講 とし， 間に授業を行うコース（以下 間コース という。）

及び主として 間に授業を行うコース（以下 間主コース という。）を く。 

３ 収容定員は， １のとおりとする。 

（講 等） 

３  前 １項に る学部 は学科に，講 ，学科目等を くことができる。 

２ 前項の講 ，学科目等は， に定める。 

２  修業年限，在学期間，学年，学期及び 業  

（修業年限） 

４  学部の修業年限は，４年とする。ただし， 学部 学科， 学部及び 学部 学科

にあっては， 年とする。 

（入学前に一定の を修 した者の修業年限の通 ） 

５  大学の学生以外の者が １ に 定する科目等 修生 は ３ の２に 定

する の課 の 修生として一定の を修 した後に本学に入学する場合において，

当 の修 により本学の教育課 の一部を 修したと認められるときは，修 した

その の事項を して 学部教授会の を て学長が定める期間を修業年限に

通 することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を えてはならない。

（在学期間） 

 本学における在学期間は，修業年限の２ を えることができない。 

（学年） 

 学年は４ １ に まり， 年３ ３１ に る。 

（学期） 

８  学年を分けて，次の２期とする。 

前期 ４ １ から ３０ まで 

後期 １０ １ から 年３ ３１ まで 

２ 前項に定める各学期は，前 及び後 に分けることができる。 

３ １項の 定にかかわら ，学部の事情により，学長が することがある。 

（ 業 ） 

 業 は，次のとおりとする。 

及び  

の に関する法 （ ２３年法 １ ８ ）に 定する  

開学記  ５ ３１  

業 ３ ２１ から４ まで 

業 ８ １１ から ３０ まで 

業 １２ ２５ から 年１ まで 

２ 前項の 定にかかわら ，学部の事情により，学長が することがある。 

３ 学長は，必要があると認めるときは， 時の 業 を定めることができる。 

３  入学， 入学， 入学， 学部等， 学， 学， 学， 学， 学， 入学

及び  

（入学の時期） 

１０  入学の時期は，学年の めとする。ただし，後期の めに入学させることができ

る。 

（入学 ） 

１１  本学に入学することのできる者は，次の各 の一に 当する者とする。 

 等学 は中等教育学 を 業した者 

 通常の課 による１２年の学 教育を修 した者 は通常の課 以外の課 により，

これに相当する学 教育を修 した者 

 外 において学 教育における１２年の課 を修 した者 はこれに る者で

部科学大 の指定したもの 
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 部科学大 が 等学 の課 と 等の課 を するものとして認定した在外教育

施設の当 課 を修 した者 

 専修学 の 等課 （修業年限が３年以上であることその の 部科学大 が定め

る基 を たすものに限る。）で 部科学大 が に指定するものを 部科学大 が定

める 以後に修 した者 

 部科学大 の指定した者 

 等学 業 度認定 則（ 成１ 年 部科学省 １ ）による 等学

業 度認定 に合 した者（ 則 則 ２ の 定による 前の大学入学

定 （ ２ 年 部省 １３ ）による大学入学 定に合 した者を

む。） 

 学 教育法（ ２２年法 ２ ） ０ ２項の 定により大学に入学し

た者であって，本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学 があると認

めたもの 

 本学において， の入学 により， 等学 を 業した者と 等以上の学

があると認めた者で，１８ に達したもの 

（入学 の手 ） 

１２  入学 者は， 定の手 により， い出なけれ ならない。 

（ ） 

１３  入学 者に対しては，長崎大学入学者 則（ 成１ 年 則 １ ）の

定めるところにより， を行う。 

（合 者の 定） 

１４  前 の による合 者の 定は，各学部教授会の を て，学長が行う。

（ 入学定員を する学部への 入学） 

１５  学部， 学部 学科 は 科学部の ３年次に 入学することのできる

者は，次の各 のい れかに 当する者で，かつ，当 学部が に定める出 を す

る者とし， を行った上，当 学部教授会の を て，学長が入学を 可する。 

 大学を 業した者 

 学 教育法 １０４ 項の 定により学 の学 を授 された者 

 期大学 しくは 等専門学 を 業した者 はこれと 等以上の学 があると認

められる者 

 外 において学 教育における１４年の課 を修 した者 

 外 の学 が行う通 教育における授業科目を が において 修することにより

当 外 の学 教育における１４年の課 を修 した者 

 が において，外 の 期大学の課 （その修 者が当 外 の学 教育におけ

る１４年の課 を修 したとされるものに限る。）を するものとして当 外 の学

教育 度において 付けられた教育施設であって， 部科学大 が に指定するもの

の当 課 を修 した者 

 専修学 の専門課 （修業年限が２年以上であることその の 部科学大 の定め

る基 を たすものに限る。）を修 した者（ １１ に 定する入学 を する者

に限る。） 

 等学 ，中等教育学 の後期課 及び 学 の専 科の課 （修業年限が

２年以上であることその の 部科学大 の定める基 を たすものに限る。）を修

した者（ １１ に 定する入学 を する者に限る。） 

２ 学部 学科の ２年次に 入学することのできる者は，次の各 のい れかに 当す

る者とし， を行った上，当 学部教授会の を て，学長が入学を 可する。 

 大学を 業した者 

 学 教育法 １０４ 項の 定により学 の学 を授 された者 

 外 において学 教育における１ 年の課 を修 した者 
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 外 の学 が行う通 教育における授業科目を が において 修することにより

当 外 の学 教育における１ 年の課 を修 した者 

 が において，外 の大学の課 （その修 者が当 外 の学 教育における１

年の課 を修 したとされるものに限る。）を するものとして当 外 の学 教育

度において 付けられた教育施設であって， 部科学大 が に指定するものの当

課 を修 した者 

 専修学 の専門課 （修業年限が４年以上であることその の 部科学大 が定め

る基 を たすものに限る。）で 部科学大 が に指定するものを 部科学大 が定

める 以後に修 した者 

（ 員のある場合の 入学及び 入学） 

１  次の各 のい れかに 当する者については， 員のある場合に限り， の上，

当 学部教授会の を て，学長が入学を 可することがある。 

 学 教育法 １０４ 項の 定により学 の学 を授 された者で， 入学を

するもの 

 期大学， 等専門学 ， 業教員 成 は 教 成 を 業した

者で， 入学を するもの 

 教育学部 しくは学 学部の２年課 を修 した者 は学 教育法施行 則（

２２年 部省 １１ ） 則 に 定する 前の 定による学 の課 を修 し，

しくはこれらの学 を 業した者で， 入学を するもの 

 外 において学 教育における１４年の課 を修 した者で， 入学を するも

の 

 外 の学 が行う通 教育における授業科目を が において 修することにより

当 外 の学 教育における１４年の課 を修 した者で， 入学を するもの 

 が において，外 の 期大学の課 （その修 者が当 外 の学 教育におけ

る１４年の課 を修 したとされるものに限る。）を するものとして当 外 の学

教育 度において 付けられた教育施設であって， 部科学大 が に指定するもの

の当 課 を修 した者で， 入学を するもの 

 専修学 の専門課 （修業年限が２年以上であることその の 部科学大 の定め

る基 を たすものに限る。）を修 した者（ １１ に 定する入学 を する者

に限る。）で， 入学を するもの 

 等学 ，中等教育学 の後期課 及び 学 の専 科の課 （修業年限が

２年以上であることその の 部科学大 の定める基 を たすものに限る。）を修

した者（ １１ に 定する入学 を する者に限る。）で， 入学を するもの 

 の大学に在学する者 は 業し， しくは 学した者で， 入学を するもの 

 が において，外 の大学の課 を するものとして当 外 の学 教育 度に

おいて 付けられた教育施設であって， 部科学大 が に指定するものの当 課

に在学する者 は当 課 を修 し， しくは 学した者で， 入学を するもの（

１１ に 定する入学 を する者に限る。） 

２ 前項各 に るものの か， 学 は 学の 学課 を修 した者 はこれと 等以

上の学 があると認められる者の 入学については， 学部 は 学部が に定める。 

（ 入学 は 入学を 可された者の修業年限等） 

１  前２ の 定により入学を 可された者の入学する前に 修した授業科目につ

いて修 した 及び入学する前に行った ３ １項に 定する学修の い び

に在学す き年 については， 学部教授会の を て，学長が定める。 

２ 前項の 定により在学す き年 を定められた者の在学期間は， の 定にかかわ

ら ，在学す き年 の２ を えることができない。 

３ １項の 定により在学す き年 を定められた者の 学期間は， ２２ ２項の

定にかかわら ，在学す き年 に相当する年 を えることができない。 
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（入学手 ） 

１８  は の結果に基 き，入学の合 通知を受けた者は， 定の期 ま

でに次の手 をしなけれ ならない。 

 入学 を納付すること。 

 及び を 出すること。ただし， ４ に 定する外 学生につ

いては， の の 出とする。 

２ の は，原則として はこれに る者とし，学生と 帯して を

うものとする。 は の に があった場合は， やかに け出なけれ

ならない。 

（入学 可） 

１  学長は，前 の入学手 （ ５３ の 定により，入学 の は 収 の

申 を行った者は，前 １項 １ の手 を く。）を した者に入学を 可する。

２ 学長は，入学を 可した者に対して，入学時に学生 を 付する。 

（ 学部等） 

２０  学生から 学部の い出があったときは，関係学部教授会の を て，学長が

可することがある。 

２ 前項の 定により 学部を 可された者の修業年限等に関しては， １ の 定を

用する。 

３ 前２項の 定は，学科及び課 を する場合について 用する。この場合において，

１項中 関係学部教授会 とあるのは 学部教授会 と えるものとする。 

（ 学） 

２１  学生が その の理由により， き き２か 以上修学を中 しようとすると

きは， 学部長を て，学長に 学を い出て， 可を受けなけれ ならない。 

（ 学期間） 

２２  学は， き き１年を えることができない。ただし， の理由があるとき

は， に１年以内の 学を 可することがある。 

２ 学期間は，通 して４年（ 学部 学科， 学部及び 学部 学科にあっては 年）

を えることができない。 

３ 学期間は， 及び ４５ の期間に 入しない。 

（ 学） 

２３  学期間が したとき は 学期間中にその理由がなくなったときは， 学

部長を て，学長に 学を い出て， 可を受けなけれ ならない。 

（ 学） 

２４  学長は，学生が外 の大学 は 期大学で学修することが教育上 であると

学部教授会において認めるときは，あらかじめ，当 外 の大学 は 期大学と の

上，学生が当 外 の大学 は 期大学に 学することを認めることがある。 

２ 学の期間は， 及び ４５ の期間に 入する。 

（ 学） 

２５  学生が 学しようとするときは， 学部長を て，学長に い出て， 可を受

けなけれ ならない。 

（ 学） 

２  学生が の大学に 学しようとするときは， 学部長を て，学長に い出て，

受 の 可を受けなけれ ならない。 

（ 入学） 

２  ２５ による 学者 は次 ５ により となった者が， 学後 は

後２年以内に 学前 は 前に していた学部の学科 は課 に 入学を い出た

場合は，当 学部教授会の を て，学長が 可することがある。この場合において，次

５ により となった者が 入学をすることを とし， は， 納の授業 を
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納付することを とする。 

２ 前項の 定により入学を 可された者については，本学 学時 は 時までの在学期

間， 学期間， 学期間及び 学期間は入学後の当 期間に通 するものとし， に 修

した授業科目について修 した の いについては当 学部教授会の を て，学長

が定めるものとする。 

３ した者が， となった場合は， することを 可しない。 

（ ） 

２８  学生が次の各 の一に 当するときは， 学部教授会の を て，学長がこれ

を する。 

 正当の理由なくして が長期にわたるとき。 

 成業の がないと認めたとき。 

 在学期間が修業年限の２ を えたとき は 学期間が ２２ ２項の期間を

えたとき。 

 学期間が しても 学の い出をしないとき。 

 授業 を納めないとき。 

 ５３ の 定により入学 の は 収 を申 した者で，次に るもの

が納める き入学 を 定の期 までに納めないとき。 

 は 収 が 可されなかったもの 

イ 入学 の一部の が 可されたもの 

 収 が 可されたもの 

４  教育課 の 成，授業科目の 分等， ， 修方法， 及び の授  

（教育課 の 成） 

２  教育課 は，本学，学部及び学科 は課 の教育上の目的を達成するため，大学

教育における基本的教 を会 させ せて専門の い基盤を理 させることを目的と

した教 教育に関する授業科目（以下 教 教育科目 という。）及び学部等の専 に係

る専門教育に関する授業科目（以下 専門教育科目 という。）を 的に 合わせて，

体 的に 成するものとする。 

２ 教育課 の 成に当たっては，学部等の専 に係る専門の学 を教授するとともに，

く い教 及び 合的な を い， かな 間 を するよう適切に するも

のとする。 

（授業科目の 分） 

３０  教 教育科目の 分は，次のとおりとする。ただし， 間主コースにあっては

・スポー 科学科目及び リ 教育科目を くものとする。 

教 ゼミナール科目 

情報科学科目 

理・ ータ イ ンス科目 

・スポー 科学科目 

リ 教育科目 

プラ タリー ルス科目 

外 科目 

教 ジ ール 科目 

教 ジ ール 科目 

・ 会科学科目 

生 ・自 科学科目 

合科学科目 

グ ーバル科目 

教 課 関 科目 

２ 専門教育科目の 分は，各学部の 修に関する （以下 学部 という。）の定
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めるところによる。 

３ ４ に 定する外 学生及び外 学生以外の学生で外 において相当の

期間中等教育（中学 は 等学 に対応する学 における教育をいう。）を受けた者（以

下この において 外 学生等 という。）の教育について必要があると認めるとき

は， １項に 定する科目の か， 学生用科目を開設する。 

４ 各授業科目を，必修科目， 科目及び自由科目に分ける。 

（授業科目の開設） 

３１  教 教育科目は，本学のす ての教員の参画により開設するものとする。 

２ 専門教育科目は，各学部の教員により開設するものとする。 

（授業の方法） 

３２  授業は，講 ，演習，実 ，実習 しくは実 のい れかにより はこれらの

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は， 部科学大 が定めるところにより， 様なメ を 度に利用して，

当 授業を行う教室等以外の場 で 修させることができる。 

３ １項の授業は，外 において 修させることができる。前項の 定により， 様なメ

を 度に利用して，当 授業を行う教室等以外の場 で 修させる場合についても，

様とする。 

（１ 当たりの授業時間） 

３３  １ の授業科目は，４５時間の学修を必要とする内容をもって 成することを

標 とし，授業の方法に応じた１ 当たりの授業時間は，次の基 によるものとする。

 講 については１５時間 

 演習については３０時間 

 実 ，実習及び実 については４５時間 

２ 前項の基 どおりできない事情があるとき は教育 果を して必要があるときは，

前項 １ の講 及び前項 ２ の演習については１５時間から３０時間の で，前項

３ の実 ，実習及び実 については３０時間から４５時間の で，学部 は長

崎大学教 教育 修 （ 成２４年 ２ 。以下 教 教育 修 という。）

において定めることができる。ただし，講 ，演習，実 ，実習 は実 の 用により行

う授業及び 等の分 における 指導による実 の授業については，学部 は教

教育 修 の定める時間の授業をもって１ とすることができる。 

３ 前２項の 定にかかわら ， 業 ， 業 ， 業 等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して を授 することが適切と認められる場合には，これら

に必要な学修等を して， を定めることができる。 

（授業期間） 

３４  各授業科目の授業は，１５ にわたる期間を として行う。ただし，教育上必

要があり，かつ， 分な教育 果をあ ることができると認められる場合は，この限りで

ない。 

（成 評価基 等の明 等） 

３４ の２ 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容 びに１年間の授業の計画を

あらかじめ明 するものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価及び 業の認定に当たっては， 及び を確

するため，学生に対してその基 をあらかじめ明 するとともに，当 基 にしたがっ

て適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための 的な 修等） 

３４ の３ 各学部は，当 学部の授業の内容及び方法の改善を るための 的な 修

及び を実施するものとする。 

（ 学部における授業科目の 修等） 

３５  学生が 学部の授業科目を 修することが教育上 であると各学部において
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認めるときは，当 授業科目を 修させることができる。 

２ 学生は， 学部の開設する授業科目を 修しようとするときは， 学部長を て，当

授業科目を開設する学部長の 認を受けなけれ ならない。 

３ 前２項の 定により学生が 修した授業科目について修 した の いは，学部

の定めるところによる。 

（本学大学 における授業科目の 修等） 

３５ の２ 学生が本学大学 に 学を し，当 大学 の授業科目を 修することが

教育上 であると各学部において認めるときは，当 授業科目を 修させることができ

る。 

２ 学生は，本学大学 の開設する授業科目を 修しようとするときは， 学部長を て，

当 授業科目を開設する 科長の 認を受けなけれ ならない。 

３ １項の 定により学生が 修した授業科目について修 した は， 学部の 業

の要 として学部 で定める学生が修 す き （以下 業要 という。）

に めることはできない。 

（ の大学 は 期大学における授業科目の 修等） 

３  学生が の大学 は 期大学の授業科目を 修することが教育上 であると

各学部において認めるときは，あらかじめ当 の大学 は 期大学と の上，学生が

当 の大学 は 期大学の授業科目を 修することを認め，その 修した授業科目につ

いて修 した は ０ を えない で本学における授業科目の 修により修

したものと なすことができる。 

２ 前項の 定は，学生が， ２４ の 定により 学する場合， 学期間中に外 の大学

は 期大学の授業科目を 修する場合，外 の大学 は 期大学が行う通 教育におけ

る授業科目を が において 修する場合及び外 の大学 は 期大学の教育課 を

するものとして当 外 の学 教育 度において 付けられた教育施設であって， 部

科学大 が に指定するものの当 教育課 における授業科目を が において 修す

る場合について 用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

３  学生が行う 期大学 は 等専門学 の専 科における学修その 部科学大

が に定める学修について，教育上 であると認めるときは，本学における授業科目

の 修と なし， を えることができる。 

２ 前項の 定により えることができる は，前 の 定により本学において修 し

たものと なす と合わせて ０ を えないものとする。 

（入学前の 修 等の認定） 

３８  学生が本学に入学する前に次の各 の一に 当する を する場合において，

教育上 であると認めるときは，その を入学した後の本学における授業科目の 修

により修 したものと なすことができる。 

 大学 は 期大学（外 の大学 は 期大学を む。）において 修した授業科目

について修 した  

 大学設 基 （ ３１年 部省 ２８ ） ３１ １項に 定する科目等

修生として修 した  

 大学設 基 ３１ ２項に 定する の課 の 修生として修 した  

２ 学生が本学に入学する前に行った前 １項に 定する学修について，教育上 であ

ると認めるときは，本学における授業科目の 修と なし， を えることができる。

３ 前２項の 定により修 したものと なし， は えることのできる は， 入学，

入学等の場合を き，本学において修 した 以外のものについては， ３ 及び

前 １項の 定により本学において修 したものと なす と合わせて ０

を えないものとする。 
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（長期にわたる教育課 の 修） 

３  学生が 業を している等の事情により， ４ に 定する修業年限を えて一

定の期間にわたり計画的に教育課 を 修し 業することを する を申し出たとき

は，長崎大学長期 修 （ 成１８年 ４ ）の定めるところにより，その計画

的な 修を認めることができる。 

（外 学生等に係る 学生用科目の の い） 

４０  外 学生等が 学生用科目について修 した は，教 教育 修 の定

めるところにより，教 教育科目として修 す き に えることができる。 

（ 修科目の 録の上限） 

４１  学生が各年次にわたって適切に授業科目を 修するため， 業要 について，

学生が１学年 は１学期に 修科目として 録することができる の上限を学部

で定めることができる。 

２ 前項の場合において，学部 の定めるところにより， 定の を れた成 をもっ

て修 した学生については，前項に 定する上限を えて 修科目の 録を認めることが

できる。 

（ 及び の授 ） 

４２  学生が一の授業科目を 修した場合には， を行い，合 した者に対しては，

を える。 

２ は， ， ，報 その の方法により行うものとする。 

４３  及び の認定は，学部 は教 教育 修 の定めるところによる。

（ 修方法等） 

４４  この に定めるものの か，教育課 の 成，授業科目の名 ， ， 修方

法， 修科目の 録の上限， 及び の授 等については，学部 及び教 教育

修 の定めるところによる。 

５  業及び学 びに教員の 状授 の 要 の  

（ 業及び学 の授 ） 

４５  ４ に 定する期間（ １５ 及び １ の 定により入学を 可された者

については， １ １項の 定により定められた在学す き年 ）以上在学し， 業

要 を修 した者については， 学部教授会の を て，学長が 業を認定し，学

の学 を授 する。ただし，各学部において必要と認めるときは，在学期間及び 業要

に加え， 業の要 を課すことができる。 

２ 業要 のう ， ３２ ２項の授業の方法により修 できる は， に定

めのある場合を き ０ を えないものとする。 

４  学部（ 学部 学科， 学部及び 学部 学科を く。この において じ。）

に３年以上在学した者（これに るものとして 部科学大 の定める者を む。）が，

業要 を な成 で修 したと認める場合には， ４ の 定にかかわら ，そ

の 業を認めることができる。 

２ 前項に 定する 業の認定は，次の各 に る要 のす てに 当する場合に限り行

うことができる。 

 学修の成果に係る評価の基 その の前項に 定する 業の認定の基 を定め，そ

れを公 している学部の学生であること。 

 ４１ に 定する 修科目として 録することができる の上限を定め，適

切に 用している学部の学生であること。 

 学生が 業要 を修 し，かつ，当 を な成 をもって修 したと認

められること。 

 学生が前項に 定する 業を していること。 

４  学 の授 等については，長崎大学学 則（ 成１ 年 則 １１ ）の定め

るところによる。 
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（教員の 状授 の 要 の ） 

４８  本学の学部の学科等において，教育 員 法（ ２４年法 １４ ）及

び教育 員 法施行 則（ ２ 年 部省 ２ ）に定める 要の を修 し

た者は，教員の 状授 の 要 を することができる。 

２ 前項の 定により 要 を できる教員の 状の は， ２のとおりとす

る。 

  

（ ） 

４  学生として に価する行 があった場合は，学長は， 学部長等の によ

り することがある。 

５０  学生が本学の 則に き大学の を し，その 学生としての本分に する行

があったときは，長崎大学教育 評 会の を て，学長がこれを する。 

２ は， 学， 学及び とする。 

３ 学は，確定期限を付す 期の 学及び確定期限を付さない 期の 学とする。 

４ 学の期間が１か 以上にわたるときは，その期間は， の期間に 入し， ４５

及び ４ の 業の要 として在学す き期間に 入しない。 

 定 ，入学 ，授業 及び  

（ 定 ） 

５１  入学， 入学， 入学及び 入学を する者は， 定 を納めなけれ ならな

い。 

（ 定 等の 及びその 収方法等） 

５２  定 ，入学 及び授業 の びに 収方法等は，この学則に定めるものの

か，長崎大学授業 ，入学 ， 定 及び 収 （ 成１ 年 ２ 。以

下 収 という。）の定めるところによる。 

（入学 の 及び 収 ） 

５３  な事情により入学 の納付が しく であると認められる者については，

本 の い出により，入学 の全部 は一部を し， は 収 することがある。 

２ 入学 の 及び 収 については，長崎大学入学 ，授業 及び の 等に

関する （ 成１ 年 ３ 。以下 という。）の定めるところによ

る。 

（授業 の納期） 

５４  授業 は，前期分及び後期分の２回に分け，それ れ年 の２分の１に相当する

を次に定める期間に納めなけれ ならない。 

前期分 ４ １ から４ ３０ まで 

後期分 １０ １ から１０ ３１ まで 

２ 前項の 定にかかわら ，前期分に係る授業 を納めるときに，当 年度の後期分に係

る授業 を せて納めることができる。 

３ 入学年度の前期分 は前期分及び後期分に係る授業 については， １項の 定にかか

わら ，入学を 可されるときに納めることができる。 

（授業 の 及び 収 ） 

５５  的理由によって授業 の納付が であり，かつ，学業 と認められる者

その やむを ない事情があると認められる者に対しては， い出によりその事情を

し，授業 の全部 は一部を し， は 収 することがある。 

２ 前項の授業 の 及び 収 については，この学則に定めるものの か，

の定めるところによる。 

５  前 に 定する授業 の 収 の期限は，前期分は １５ 限りとし，後期

分は３ １５ 限りとする。 

５  ５４ に 定する授業 の納期中に 学を 可された者については， 学当
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の から 学当 の前 までの授業 を する。ただし， の初 から 学期間が開

する場合については 学当 の分， ８ ３項及び ２項の 定により後期の

開 が１０ １ 前となる場合で当 後期の開 に 学するときについては 学当

の分についても する。 

５８  学する者， 学する者， 学を られた者 は される者については，そ

の期分の授業 を 収する。ただし， の 定に 当する場合は，この限りでない。 

（ ） 

５  の 及び 収方法等については， 収 の定めるところによる。 

２ 学生に の事情がある場合は， を することがある。 

３ の については， の定めるところによる。 

（ の返 ） 

０  納の は，返 しない。ただし，次の各 の一に 当する場合は，当

の相当 （ ２ の場合にあっては １ に 定する ２ 階目の に係る 定 に相

当する を， ４ の場合にあっては後期分の授業 相当 ）を返 するものとする。 

 において，出 等による （以下 １ 階目の という。）

を行い，その合 者に限り学 等による （以下 ２ 階目の という。）

を行い， 合 者を 定する場合に， １ 階目の の 合 者が， 定の期 ま

でに ２ 階目の に係る 定 の返 を申し出たとき。 

 学 の前期 は後期 （以下 前期 は後期 という。）の出

受付後に各学部等が課す大学入学共通テストの教科・科目を受 していないことによ

り受 がないことが 明した者が， 定の期 までに前期 は後期 に係る 定

の返 を申し出たとき。 

 ５４ ３項の 定により入学を 可されるときに授業 を納めた者が，入学年

度の前年度の３ ３１ までに入学を し，授業 の返 を申し出たとき。 

 ５４ ２項 は ３項の 定により前期分の授業 を納入する際に後期分の授

業 を せて納入した者が，後期分の授業 の納入時期前に 学 は 学したとき。 

８  科目等 修生， 生， 講学生， の課 及び外 学生 

（科目等 修生） 

１  各学部の学生以外の者で，本学が開設する授業科目のう 一 は の授業科目

について 修を するものがあるときは， の上，科目等 修生として入学を 可す

ることがある。 

（ 生） 

２  本学において の事項について を する者があるときは， の上，

生として入学を 可することがある。 

（ 講学生） 

３  の大学 は 期大学（外 の大学 は 期大学を む。）の学生で，本学の

定の授業科目を 修することを するものがあるときは，当 の大学 は 期大学と

の に基 き， 講学生として入学を 可することがある。 

２ 講学生に係る 定 及び入学 は， 収しない。 

３ 講学生に係る授業 については，科目等 修生と 様とする。 

４ 前項の 定にかかわら ， 講学生が学 定等において授業 を 収しない

こととしている外 の大学 しくは 期大学の学生 は大学間相 定におい

て授業 を 収しないこととしている大学 しくは 期大学の学生であるときは，授業

を 収しない。 

５ 納の授業 は，返 しない。 

 実 ，実習に要する実 は，必要に応じ 講学生の 担とする。 

（ の課 ） 

３ の２ 学長は，本学の学生以外の者を対 とした の課 を 成し，これを修
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した者に対し，修 の事実を する 明 を 付することができる。 

２ 前項に 定する の課 に関して，あらかじめ の授 を公 している当 課 を

修 した者に対し， を えることができる。 

３ 本学の学生が １項に 定する の課 を 修することが教育上 であると認め

るときは，当 課 を 修させることができる。 

（外 学生） 

４  外 学生として本学に入学を する者があるときは， の上，入学を

可することがある。 

（ ） 

５  １ から前 までに関する 部についての 則は， に定める。 

 則 

（ ） 

 本学に， を く。 

２ に関する 則は， に定める。 

（ ） 

の２ 学生は， 学年本学が行う を受けなけれ ならない。 

２ 学部長は，学生の を 理し，必要に応じて を じ， は 学を するこ

とができる。 

（ 則） 

 この学則の施行に必要な事項は学長が定め，各学部に必要な については，学

長の 認を て，各学部長が定めるものとする。 

１ 

  定員   入学定員 ３年次 入学定

員 

収容定員 

学部 学科・課    

学部 合

学科 

間コース ２ ５   １，０ ０ 

間主コース ０   ２４０ 

    １５ ３０ 

計 ３２５ １５ １，３３０ 

２ 

学部 学科等 教員の 状の （ 教科・ ） 

学部 合 学科 等学 教 一 状 （ 業） 
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学 学  

成１ 年４ １  

学部 １  

改正 成１ 年２ ２８ 学部 １  

成１８年２ １ 学部 １  

成１ 年２ ２１ 学部 ２  

成１ 年１０ ２２ 学部  

成２２年３ １２ 学部 １  

成２２年３ ３１ 学部 ３  

成２２年１１ １ 学部 ４  

成２３年２ ２ 学部 １  

成２４年３ ５ 学部 １  

成２ 年３ １ 学部 １  

成２ 年３ ２ 学部 ２  

成２８年３ ２４ 学部 １  

成２ 年２ １０ 学部 １  

成３０年３ ２３ 学部 １  

成３１年３ ２５ 学部 ５  

年１１ １８ 学部 ４  

２年３ １８ 学部 １  

３年２ １８ 学部 １  

３年３ １ 学部 ２  

４年３ １５ 学部 １  

（ ） 

１  この は，長崎大学学則（ 成１ 年学則 １ 。以下 学則 という。）に

定めるものの か， 学部（以下 本学部 という。）の教育に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（教育目的） 

２  本学部は，大学教育における基本的教 と専門の基盤となる い知 を修 さ

せるとともに， 学に関する 度の専門的知 を修 させ，もって 化， 様化及

び 度化する 会に対応することのできる 材を育成することを目的とする。 

（教育課 ） 

３  本学部の教育課 は，教 教育に関する授業科目（以下 教 教育科目 という。）

及び専門教育に関する授業科目（以下 専門教育科目 という。）を 的に 合わ

せて，体 的に 成する。 

（ 修コース） 

４  合 学科の 間コースに，次の 修コースを設ける。 

と コース 

グ ーバル コース 

フ イナンスコース 

と会計コース 

２ 合 学科の 間主コースに，次の 修コースを設ける。 

合 コース 

（ 間コースの 修コース 定） 

５  間コースの学生は， ２年次前期から 修コースに するものとし， 修コ
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ースの 定は １年次後期末までに行うものとする。 

２ 間コースの学生は，前項の 定により 修コースが 定された場合でい れかの

修コースに 員があるときは， 修コースに する前の １年次後期の 定の期間に

おいて 修コースの を い出ることができる。 

３ 修コースに した後の 修コースの は，認めない。 

４ 前３項に定めるものの か， 修コースの 定について必要な事項は， に定める。 

（ 修 ） 

 業に必要な教 教育科目及び専門教育科目の 修 は， 間コースに

あっては １のとおりとし， 間主コースにあっては ２のとおりとする。 

（教 教育科目の 修方法等） 

 教 教育科目の 分，名 ， ， 修方法等については， 間コースにあっ

ては長崎大学教 教育 修 （ 成２４年 ２ ）の定めるところによるものと

し， 間主コースにあっては長崎大学における 間主コースの教 教育の 修に関する

（ 成２４年 ３ ）の定めるところによる。 

（専門教育科目の 分等） 

８  間コースの専門教育科目の 分及び内容は，次のとおりとする。 

学部導入科目 専門教育への導入を行う授業科目 

学部共通科目 学部における専門教育の基 となる授業科目 

コース科目  各 修コースにおける専門 を体 的に学 ための授業科目 

演習     専門 における と のプ セスを通じて， 能 を

する授業科目 

自由専門科目 各 修コースの専門 の科目とともに 合的な学修に する授業科

目 

２ 間主コースの専門教育科目の 分及び内容は，次のとおりとする。 

学部共通科目 学部における専門教育の基 となる授業科目 

コース科目  修コースにおける専門 を体 的に学 ための授業科目 

演習     専門 における と のプ セスを通じて， 能 を

する授業科目 

（ 修方法等） 

 専門教育科目の名 ， 及び標 修年次は， 間コースにあっては

３のとおりとし， 間主コースにあっては ４のとおりとする。 

２ 前項に定めるものの か，学部長が必要と認めたときは，教授会において し，

時に授業科目を開設することがある。 

１０  間コースの学生は 間主コースに開設する教 教育科目及び専門教育科目を，

間主コースの学生は 間コースに開設する教 教育科目（教 教育科目として開講さ

れる ５の 指定科目を く。）を 修することができない。 

２ 前項の 定にかかわら ， 間主コースの学生は，学部長が教育上 と認めるとき

は， 間コースに開設する教 教育科目（教 教育科目として開講される ５の

指定科目に限る。）及び専門教育科目（演習， の 際 ジ ス プ グ

ラム科目， の ジ ス実 育成プ グラム科目及び 間コースに限定するこ

とを明 してある科目は く。）の授業科目を 修することができる。この場合におい

て，修 した （教 教育科目として開講される ５の 指定科目の を

く。以下次項において じ。）は， ０ （ 入学した学生については，３０ ）

を限度として ２に定める 修 に めることができる。 

３ 前項の 定により修 した は， ４に る授業科目にあっては当 授業科

目の として り い，それ以外の授業科目にあっては ２の自由科目（教 ・
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専門）の として り うものとする。 

（１ 当たりの授業時間） 

１１  専門教育科目の１ 当たりの授業時間は，次の基 によるものとする。 

 講 及び演習については１５時間 

 実習については３０時間 

２ ２２ に 定する 指定科目の１ 当たりの授業時間は，次の基 によるもの

とする。 

 講 及び演習については１５時間 

 実習については４５時間 

（ 修科目の 録） 

１２  学生は， 定の期 までに， 修しようとする授業科目を 録しなけれ なら

ない。 

（ 修科目の 録の上限） 

１３  学生が 修科目として 録することのできる の上限（以下 上限

という。）は，１学年当たり，教 教育科目及び専門教育科目を合わせて次のとおりと

する。 

間コース 

１年次から ４年次まで ４８  

間主コース 

１年次及び ２年次 ４８  

３年次及び ４年次 ５０  

２ 前項の 定にかかわら ， ３， ４， ５， 及び に

おいて に指定する授業科目 びに集中講 により開講される授業科目（ ２項

に 定する授業科目に限る。）については，上限 には 入しない。 

（ 修科目の 録の上限の ） 

１４  学生が，前年度において４０ 以上を修 し，かつ，当 前年度において，

１ １項に定める成 評価に基 く次の計 方 によるグ ー ・ポイント・

ベ ージ（以下 という。）が２ ８以上である場合には，前 に 定する 修科

目の 録の上限を えて 修科目を 録することができる。 

（評価 の ４ 評価 の ３ 評価 の ２ 評価 の

１ 評価 ， 及び の ０） 修 録  

（ 及び の認定） 

１５  専門教育科目の の認定は， の結果に基 き行う。 

２ 前項の は，原則として により行う。ただし， ３に る ゼミ及び

４に る演習 にあっては， 業 により行う。 

３ １項の は，原則として学期末 は当 学期を前 及び後 に分けた期間の末に

期 を定めて行う。ただし， ３に る専門ゼミ及び ４に る演習 に

あっては学年末に， ゼミ及び演習 にあっては に期 を定めて行う。 

（ 及び ） 

１  その やむを ない理由により専門教育科目（ ３及び ４に

る演習を く。）の を受けることができない， は受けることができなかった者

に対しては， を行うことがある。 

２ 前項の を受けようとする者は， 期間開 の２ 前までに， の

は 明 等を えて を 出し，学部長の 可を受けなけれ ならない。 

３ 専門教育科目の は，行わない。 
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（成 評価） 

１  成 評価の基 及び評 については，次のとおりとする。 

２ 成 評価の結果は，学務情報システム（ システムをいう。）により，本 に通

知する。 

（ 間コースの専門ゼミ及び ゼミの 修方法及び 修要 ） 

１８  ３に る専門ゼミ及び ゼミは，原則として 一教員の指導の下に

修しなけれ ならない。 

２ 専門ゼミを 修するためには，次に る を修 していなけれ ならない。 

 教 教育科目の修 が２２ 以上（外 科目 以上を む。） 

 専門教育科目の修 が２ 以上 

３ ゼミを 修するためには，専門ゼミの を修 していなけれ ならない。 

４ １項から ３項までの 定にかかわら ， ２１ に 定する 際 ジ ス

プ グラム参加者及び ２３ ２項に 定する 期 業を する者については，

に定めるところによる。 

（ 間主コースの演習 及び演習 の 修方法及び 修要 ） 

１  ４に る演習 及び演習 は，原則として 一指導教員の指導の下に

修しなけれ ならない。 

２ 演習 を 修するためには，次に る を修 していなけれ ならない。 

 教 教育科目の修 が２０ 以上（外 科目４ 以上を む。） 

 専門教育科目の修 が２０ 以上 

３ 演習 を 修するためには，演習 の を修 していなけれ ならない。 

（ 学部等における授業科目の 修等による専門教育科目の の認定等） 

２０  学則 ３５ から ３８ までに 定する 学部における授業科目の 修，

の大学 は 期大学における授業科目の 修，大学以外の教育施設等における学修及び

入学前の 修 の認定により，本学部において修 したものと なし， は えら

れた のう ，専門教育科目の として認定できる は，合わせて３０ 以

内とする。 

２ 前項に 定する 学部等における授業科目の 修等に係る学生の 修手 ，その

の認定手 等に関し必要な事項は， に定める。 

（ 際 ジ ス プ グラム） 

２１  間コースに，グ ーバル 材の育成のため， 際 ジ スプ グラム及び

際 ジ ス プ グラム（以下 際 ジ ス プ グラム という。）を く。 

定 成 評価 評  成 評価基  

合  １００ ０点  以上に れている 

８ ８０点  授業科目の 達目標以上に 度な内容を

に付けており，授業で に付ける き

内容を 分に習 している 

０点  以上に れているが に たない場合 

０点  授業科目の 達目標を たしており，授

業で に付ける き 限の内容を習

している 

合  ５ 点以下  授業科目の 達目標を たしていない 
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２ 際 ジ スプ グラムは， に る科目 を 修し，かつ， 外 学（

学 大学の なくとも１学期間を 在する 学をいう。 ３項において じ。）を行い，

本学部に４年以上在学した者について修 を認定する。 

３ 際 ジ ス プ グラムは， に る科目 を 修し，かつ， 外 学

を行い， ２３ ２項の 定により修業年限３年以上４年 で 業した者について

修 を認定する。 

４ 際 ジ ス プ グラムに必要な事項は， に定める。 

（ ジ ス実 育成プ グラム） 

２１ の２ 間コースに， ジ スにおける実 と を き， たな 等をリー

する 材の育成のため， ジ ス実 育成プ グラムを く。 

２ ジ ス実 育成プ グラムは， に る科目 を 修し，本学部に４年

以上在学した者について修 を認定する。 

３ ジ ス実 育成プ グラムに必要な事項は， に定める。 

（教員の 状を しようとする学生の 修方法） 

２２  学則 ２に 定する 業に係る教員の 状を しようとする学生（以

下 教員 状 学生 という。）は， 業に必要な の か，次に る

を修 しなけれ ならない。この場合において， １ に る授業科目のう 本

法の については教 教育科目の 修 に， ２ に る授業科目の

については専門教育科目の 修 に めることができる。 

 教 教育科目の 本 法及びスポー 演習 ３  

 専門教育科目の ジ スコミ ーション ，   

 ， は言 コミ ーション（ ） ２  

 ５の 指定科目 ３１  

２ 前項後 の 定にかかわら ， 間主コースの学生で教員 状 学生が前項

３ に る授業科目（教 教育科目として開講される授業科目に限る。）の を

修 した場合は，当 修 は， ２に定める 修 に めることがで

きない。 

３ 間主コースの学生で教員 状 学生は， １項に 定する の か，教

教育科目の ・スポー 科学科目２ を修 しなけれ ならない。この場合にお

いて，修 した は，教 教育科目の 修 に めることができる。 

（ 業及び学 ） 

２３  本学部に４年以上在学し， 間コースにあっては １に定める 修

を， 間主コースにあっては ２に定める 修 を修 した者に対し

ては， 業を認定し，学 （ 学）の学 を授 する。 

２ 前項の 定にかかわら ， 間コースに３年以上４年 在学した者が，次の各 に

るす ての要 に 当した場合には，その 業（以下 期 業 という。）を認

定し，学 （ 学）の学 を授 する。 

 本 が 期 業を していること。 

 １に定める 修 を修 していること。 

 積 が３ ２以上であること。ただし，学部長が に定める基 により 際

ジ ス プ グラムの参加を認められた者については，積 が３ ０以上とする。

３ 前項に定めるものの か， 期 業の認定に関し必要な事項は， に定める。 

（ 入学） 

２４  入学に関し必要な事項は， に定める。 

（長期 修） 

２５  学則 ３ の 定により，学生が修業年限を えて一定期間にわたり計画的
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に 修すること（以下 長期 修 という。）を する場合には，これを認めること

がある。 

２ 長期 修に関し必要な事項は， に定める。 

（ 則） 

２  この の実施に関して必要な事項は， に定める。 

 則 

１ この は， 成１ 年４ １ から施行する。 

２ 成１ 年３ ３１ 在本学部に在学している者（以下この項において 在学者

という。）及び 成１ 年４ １ 以後において在学者の する年次に 入学， 入学

は 入学する者については， 長崎大学 学部 は，この の施行後も，なお

その を する。 

３ １４ の 定は， 成１４年度入学者（ 入学にあっては 成１ 年度入学者）か

ら適用する。 

 

 則 

１ この は， ４年４ １ から施行する。 

２ ４年３ ３１ 在本学部に在学している者（以下この項において 在学者 と

いう。）及び ４年４ １ 以後において在学者の する年次に 入学， 入学 は

入学する者については，改正後の長崎大学 学部 の 定にかかわら ，なお

前の による。 
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（注）次の要 を たす は， 自由専門科目 の とする。 

 に 定する専門教育科目のう ， コースの 自由専門科目 に 分されている科目を 修して た  

  に 定する専門教育科目において， コースの 学部導入科目 学部共通科目 ， コース科目 及び 演

習 に 分されている科目のう ， 修 を えて修 した  

  コース（ 間主コースを く。）の専門教育科目であって コースに設 されていない授業科目を 修して た  

  に 定する 際 ジ ス（ ）プ グラム科目のう ， コースの コース科目 に 分されていない科目 

を 修して た  

  に 定する ジ ス実 育成プ グラム科目のう ， コースの コース科目 に 分されていない科目 

を 修して た  

  学部， 大学等で修 した のう ，本学部において 自由専門科目 の として認定された  
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（注１） 自由科目（教 ・専門） とは，本 に る授業科目の 分にかかわら ， 間主コースの教 教育科目及び

４に る専門教育科目のう から自由に し， 修する科目をいう。 

（注２） 間主コースの学生は， 間コースに開設される専門教育科目の 学部導入科目 ， 学部共通科目 ， コース

科目 及び 自由専門科目 を 修して た については， ０ を限度として本 の 修 に めること

ができる。ただし， に 定する 際 ジ ス プ グラム科目， に 定する ジ ス実 育成プ

グラム及び 間コースに限定することを明 してある科目は く。 

（注３） （注２）において修 した のう ， 間主コースの科目と 一名 の科目の は コースの当 科目の

とし， コースの科目と 一名 ではない科目の は本 の 自由科目（教 ・専門） の とする。 
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コー

分 テ ー  授 業 科 目 名 
 標 修

年次 必修  

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

  ２ １ 

  ２ １ 

  ２ １ 

際関係 （ ）  ２ １ 

法学   ２ １ 

学入門  ２ １ 

学

部

共

通

科

目 

専門教育の基  

ミ 学   ４ １ 

学   ４ １ 

簿記 ４ １ 

学 ２ ２ 

学 ２ ２ 

計学 ４ ２ 

コ

ス

科

目

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

Introduction to Academic Reading ２ １ 

Introduction to Academic Writing ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ２ ２ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

Global Business Communication ２ ２ 

Global Business Communication ２ ３・４ 

Global Business Communication ２ ３・４ 

学の セン 

シ ルから応用へ 

A ２ ２・３ 

B ２ ２・３ 

計 学  ２ ２・３ 

計 学  ２ ２・３ 

ミ 学  ２ ２・３ 

学  ２ ２・３ 

公共 学 ２ ３・４ 

業  ２ ３・４ 

学 ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

 ２ ２・３ 

 ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

への と

基  

 ２ ２・３ 

 ２ ２・３ 

ポートフォリオ理  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

ー テ ング ２ ３・４ 

ー テ ング・リ ー  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 
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応用 理  ２ ３・４ 

理計画法 ２ ３・４ 

情報  ２ ３・４ 

学 A ２ ３・４ 

学 B ２ ３・４ 

開 学  ２ ３・４ 

中 業  ２ ３・４ 

方  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

法 と 会 

法 ２ ２・３ 

法  ２ ２・３ 

法  ２ ２・３ 

法  ２ ２・３ 

法  ２ ２・３ 

法 ２ ３・４ 

法 ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

行 法 ２ ３・４ 

ジ ス実 育成

プ グラム 

プ ジ ト・リテラシー  ２ ２ 

ジ ス・リ ー   ２ ２ 

演

習

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

GSR 期 外 修  ２ １ 

学生との共修ゼミ  ２ ２ 

ジ ス実 育成

プ グラム 
プ ジ ト演習   ４ ３ 

課 能 育成 

基 ゼミ  ２ ２ 

専門ゼミ  ４   ３ 

ゼミ  ４   ４ 

自
由
専
門
科
目

学入門演習  １ １ 

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

リ イン  ２ ・ ・  

インターンシ プ  ２ ３ 

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。 

（注２） 期 業を 定している者は， ゼミを 3 年次に 修しなけれ ならない。 

（注３）自由専門科目に関しては， １の（注）を参照のこと。
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ー コー

分 テ ー  授 業 科 目 名 
 標 修

年次 必修  

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

 ２ １ 

  ２ １ 

  ２ １ 

際関係 （ ）  ２ １ 

法学   ２ １ 

学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基  

ミ 学   ４ １ 

学  ４ １ 

簿記 ４ １ 

学 ２ ２ 

学 ２ ２ 

計学 ４ ２ 

コ

ス

科

目

学等の基  

ミ 学  ２ ２・３ 

学  ２ ２・３ 

際 学  ２ ３・４ 

開 学  ２ ２・３ 

際関係  ２ ２・３ 

 ２ ３・４ 

 ２ ２・３ 

本  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

学等の基  

理  ２ ２・３ 

 ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

務 理  ２ ３・４ 

情報  ２ ２・３ 

ー テ ング ２ ２・３ 

務会計  ２ ２・３ 

原価計  ２ ２・３ 

業フ イナンス ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

外 の 用能  

際 ジ ス plus
プ グラムを む。  

Introduction to Academic Reading ２ １ 

Introduction to Academic Writing ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ２ ２ 

期 学 修  ２ １・２ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

Global Business Communication ２ ２ 

Global Business Communication ２ ３・４ 

Global Business Communication ２ ３・４ 

Advanced Academic Writing ２ ３・４ 

ジ スコミ ーション  ２ ２・３ 
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ジ スコミ ーション  ２ ３・４ 

言 コミ ーション（ ） ２ ３・４ 

言 コミ ーション（ ） ２ ３・４ 

言 コミ ーション（中 ）  ２ ３・４ 

言 コミ ーション（ ）  ２ ３・４ 

グ ーバルな課

に関する応用科目

際 学   ２ ３・４ 

開 学  ２ ２・３ 

際関係  ２ ２・３ 

際  ２ ３・４ 

ジ A ２ ３・４ 

ジ B ２ ３・４ 

ー パ  ２ ３・４ 

メリ  ２ ３・４ 

ー テ ング・リ ー  ２ ３・４ 

務会計  ２ ３・４ 

原価計  ２ ３・４ 

化コミ ーション  ２ ２・３ 

言 化 会  ２ ３・４ 

ジ ス実 育成

プ グラム 

プ ジ ト・リテラシー  ２ ２ 

ジ ス・リ ー   ２ ２ 

演

習

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

GSR 期 外 修  ２ １ 

学生との共修ゼミ  ２ ２ 

ジ ス実 育成

プ グラム 
プ ジ ト演習   ４ ３ 

課 能 育成 

基 ゼミ  ２ ２ 

専門ゼミ  ４   ３ 

ゼミ  ４   ４ 

自
由
専
門
科
目

  

学入門演習   １ １ 

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

リ イン  ２ ・ ・  

インターンシ プ  ２ ３ 

Special Topics in Global Economy ２ ３・４ 

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。 

（注２） 期 業を 定している者は， ゼミを 3 年次に 修しなけれ ならない。 

（注３）自由専門科目に関しては， １の（注）を参照のこと。
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フ ン コー

分 テ ー  授 業 科 目 名 
 標 修

年次 必修  

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

 ２ １ 

  ２ １ 

  ２ １ 

際関係 （ ）  ２ １ 

法学   ２ １ 

学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基  

ミ 学   ４ １ 

学  ４ １ 

簿記 ４ １ 

学 ２ ２ 

学 ２ ２ 

計学 ４ ２ 

コ

ス

科

目

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

Economics Subjects in English(ESE)   ２ ２・３ 

学・ 学の  

基 知  

学 A   ２ ３・４ 

学 B   ２ ３・４ 

A   ２ ３・４ 

B   ２ ３・４ 

法    ２ ２・３ 

法    ２ ２・３ 

   ２ ３・４ 

   ２ ３・４ 

務会計    ２ ３・４ 

務会計    ２ ３・４ 

原価計    ２ ３・４ 

原価計    ２ ３・４ 

理会計 A   ２ ３・４ 

理会計 B   ２ ３・４ 

に関する基 ・

専門知  

   ２ ２・３ 

   ２ ２・３ 

システム    ２ ３・４ 

ポートフォリオ理    ２ ２・３ 

業フ イナンス   ２ ２・３ 

行    ２ ３・４ 

   ２ ３・４ 

   ２ ３・４ 

リス 理   ２ ３・４ 

関    ２ ３・４ 

計 学    ２ ２・３ 

計 学    ２ ２・３ 

法    ２ ２・３ 

法    ２ ２・３ 

法   ２ ３・４ 

を えた  際    ２ ２・３ 
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活動や 本 動 際 学    ２ ３・４ 

際 学    ２ ３・４ 

開 学    ２ ３・４ 

際    ２ ３・４ 

際関係    ２ ３・４ 

際関係    ２ ３・４ 

際    ２ ３・４ 

ジ ス実 育成

プ グラム 

プ ジ ト・リテラシー  ２ ２ 

ジ ス・リ ー   ２ ２ 

演

習

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

GSR 期 外 修    ２ １ 

学生との共修ゼミ    ２ ２ 

ジ ス実 育成

プ グラム 
プ ジ ト演習   ４ ３ 

課 能 育成 

基 ゼミ    ２ ２ 

専門ゼミ  ４   ３ 

ゼミ  ４   ４ 

自
由
専
門
科
目

学入門演習    １ １ 

期 外 修     ２ ・ ・ ・  

期 外 修     ２ ・ ・ ・  

リ イン    ２ ・ ・  

インターンシ プ    ２ ３ 

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。 

（注２） 期 業を 定している者は， ゼミを 3 年次に 修しなけれ ならない。 

（注３）自由専門科目に関しては， １の（注）を参照のこと。
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会 コー

分 テ ー  授 業 科 目 名 
 標 修

年次 必修  

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

 ２ １ 

  ２ １ 

  ２ １ 

際関係 （ ）  ２ １ 

法学   ２ １ 

学入門  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基  

ミ 学   ４ １ 

学  ４ １ 

簿記 ４ １ 

学 ２ ２ 

学 ２ ２ 

計学 ４ ２ 

コ

ス

科

目

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

Introduction to Academic Reading ２ １ 

Introduction to Academic Writing ２ １ 

Academic Presentation & Discussion ２ ２ 

Intermediate Academic Reading and Writing ２ ２ 

Economics Subjects in English(ESE) ２ ２・３ 

の各  

理  ２ ２・３ 

業フ イナンス ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

務 理  ２ ３・４ 

ー テ ング ２ ２・３ 

状況分 と意 定

の ール 

ー テ ング・リ ー  ２ ２・３ 

情報  ２ ２・３ 

情報システム  ２ ２・３ 

オペ ーション ・リ ー  ２ ２・３ 

オペ ーション ・リ ー  ２ ２・３ 

理計画法 ２ ２・３ 

意 定  ２ ２・３ 

応用 理  ２ ２・３ 

応用 理  ２ ２・３ 

情報 理 ２ ３・４ 

理会計 A ２ ３・４ 

理会計 B ２ ３・４ 

原価計  ２ ２・３ 

原価計  ２ ２・３ 

業活動を り く

行・ 度 

務会計  ２ ２・３ 

務会計  ２ ２・３ 

 ２ ２・３ 

 ２ ２・３ 

業 A ２ ２・３ 

業 B ２ ２・３ 

中 業  ２ ３・４ 
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会計 度  ２ ３・４ 

会計  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

法 ２ ３・４ 

法  ２ ２・３ 

法  ２ ２・３ 

ジ ス実 育成

プ グラム 

プ ジ ト・リテラシー ２ ２ 

ジ ス・リ ー  ２ ２ 

演

習

際 ジ ス（plus）
プ グラム 

GSR 期 外 修  ２ １ 

学生との共修ゼミ  ２ ２ 

ジ ス実 育成

プ グラム 
プ ジ ト演習   ４ ３ 

課 能 育成 

基 ゼミ  ２ ２ 

専門ゼミ  ４   ３ 

ゼミ  ４   ４ 

自
由
専
門
科
目

  

学入門演習  １ １ 

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

期 外 修   ２ ・ ・ ・  

リ イン  ２ ・ ・  

インターンシ プ  ２ ３ 

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。 

（注２） 期 業を 定している者は， ゼミを 3 年次に 修しなけれ ならない。 

（注３）自由専門科目に関しては， １の（注）を参照のこと。
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コー

分 テ ー  授 業 科 目 名 
 

標 修年次 
必修  

学
部
導
入
科
目

専門教育への導入 

  ２ １ 

  ２ １ 

法学   ２ １ 

際関係   ２ １ 

  ２ １ 

学
部
共
通
科
目

専門教育の基  

簿記  ４ １ 

学 A  ２ １ 

学 B  ２ １ 

学  ２ ２ 

コ

ス

科

目

学 

計学  ２ ２・３

計学  ２ ２・３

A ２ ２・３

B ２ ２・３

学 A ２ ２・３

学 B ２ ２・３

２ ２・３

 ２ ２・３ 

計 学 ２ ３・４

計 学 ２ ３・４ 

学 ２ ３・４ 

業  ２ ３・４ 

公共 学 ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

本  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

システム  ２ ３・４ 

行  ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

学 

業 A ２ ２・３

業 B ２ ２・３

理  ２ ２・３

務会計  ２ ２・３

務会計  ２ ２・３

原価計  ２ ２・３

原価計  ２ ２・３

２ ３・４ 

２ ３・４ 

中 業 ２ ３・４ 

２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

務 理  ２ ３・４ 

業フ イナンス ２ ３・４ 
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ー テ ング ２ ３・４ 

ー テ ング・リ ー  ２ ３・４ 

オペ ーション ・リ ー ２ ３・４ 

情報  ２ ３・４ 

情報 理 ２ ３・４ 

コ

ス

科

目

グ ーバル  

際関係  ２ ２・３

際関係  ２ ２・３

開 学  ２ ３・４ 

開 学  ２ ３・４ 

際 学  ２ ３・４ 

際 学  ２ ３・４ 

ジ A ２ ３・４ 

 ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

際  ２ ３・４ 

ジ スコミ ーション  ２ ３・４ 

ジ スコミ ーション   ２ ３・４ 

化コミ ーション  ２ ３・４ 

法  

法 ２ ２・３

法  ２ ２・３

法  ２ ２・３

法  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

法  ２ ３・４ 

行 法 ２ ３・４ 

法 ２ ３・４ 

演  

習 
課 能 育成 

演習  ４ ３ 

演習  ４ ４ 

（注１） 間主コースの 計学 計学 の 2 科目は 間コースの 計学 の 1 科目分に相当する。

（注２）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。
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分 各科目に めることが必要な事項 授業科目名   

教科及び教科の

指導法に関する

科目 

業指導 業指導  ４ 

各教科の指導法（情報通 の活

用を む。） 
業教科教育法  ４ 

教育の基 的理

に関する科目 

教育の理 びに教育に関する

及び  

教育原理（教育課 の意 及び 成

の方法の内容を む。）  
２  

教 の意 及び教員の ・ 務内

容（ ーム学 への対応を

む。） 

教育 業   ２ 

教育に関する 会的， 度的 は

的事項（学 と との 携及び

学 全への対応を む。） 

教育 会・ 度  ２  

， 及び生 の の 達及

び学習の  
教育 理学  ２  

の を必要とする ，

及び生 に対する理  

な を必要とする どもの

理   
２  

道 ， 合的な

学習の時間等の

指導法及び生

指導，教育相談

等に関する科目 

合的な学習の時間の指導法 
活動及び 合的な学習の時間

の指導法  
２  

教育の方法及び  教育方法・    

情報通 を活用した教育の理

及び方法 

活用の理 と実   １  

生 指導の理 及び方法 生 ・ 指導   ２  

教育相談（ ンセリングに関する

基 的な知 を む。）の理 及び

方法 

教育相談  ２  

教育実 に 

関する科目 

教育実習

事前・事後指導  １ 

教育実習  ２ 

教 実 演習 教 実 演習（ 等学 ）  ２ 

（注１） て 業  

（注２）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。
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   業  
 

 
  

 

 

 

Introduction to Academic Reading   

Introduction to Academic Writing   

Academic Presentation & Discussion   

Intermediate Academic Reading and Writing   

Advanced Academic Writing  ３・４

Economics Subjects in English(ESE)  ２・３

      

Global Business Communication   

Global Business Communication  ３・４

Global Business Communication  ３・４

  業     

     
GSR     

    

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。

（注２） 際 ジ ス（plus）プ グラム参加者で，次に るす ての要 を たしたものに対して，プ グラ

ムの修 を認定する。

(1) 23 の 定により 業を認定されていること。

 (2) 以下の科目の を修 していること。

 際関係 (GSR ) 
イ GSR 期 外 修 やむを ない事情があると教授会が認めた場合は， 期 外 修

 Advanced Academic Writing 
 次の科目中から 8 以上

      （ ） Introduction to Academic Reading 
（イ） Introduction to Academic Writing 
（ ） Academic Presentation  Discussion 
（ ） Intermediate Academic Reading and Writing 
（オ） Global Business Communication 
（ ） Global Business Communication 
（ ） Global Business Communication 
（ ） Economics Subjects in English（ESE）

 (3) 通 ３ 以上の 外 学を行い， 学 の大学で を修 していること。ただし，やむを ない事情が

あると教授会が認めた場合は， に定める 活動をもって えることができる。

(4) GSR 関 テー で の 業 を 成していること， は 関 テー で 本 の 業 及び

の要 を 成し，これについてプ ゼンテーションを行っていること。
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   業  
 

 
  

 

 

 

  

  

  

論 A  ２・３・４

論 B  ２・３・４

論  ２・３・４

論  ２・３・４

論  ２・３・４

論  ２・３・４

論  ２・３・４

 ２・３・４

業   ２・３・４

業論  ２・３・４

     

     

     

    

（注１）授業科目名の直後の は，上限 に 入しない科目であることを す。

（注２） ジ ス実 育成プ グラム参加者は，以下の科目の中から，12 以上を修 すること。

    理会計 A， 理会計 B， 情報 ， 論， 論， 論， 論，

ー テ ング， 業フ イナンス，中 業 及び  

（注３） ジ ス実 育成プ グラムに 当する基 ゼミ，専門ゼミ及びプ ジ ト演習については， 通

知する。
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考査及びその成績に関する内規

平成１５年３月１９日 教授会決定

一部改正 平成２４年２月２２日

一部改正 平成２６年１月２９日

一部改正 令和元年１２月１１日

第１条 この内規は，考査及びその成績に関して必要な事項を定めるものとする。

第２条 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。

第３条 試験は，各学期末若しくは各クォーターの期間末に期日を定め，各授業科目につ

いて，その学期若しくはクォーターの担当教員がこれを行う。ただし，授業科目によっ

ては，随時に試験を行うことができる。

２ 授業の出席回数がその学期若しくはクォーターの担当教員の定める回数を下回る授業

科目については，受験を認めないことがある。

３ 教員の異動，その他特別な事情により，試験を行うことが困難である場合は，教務委

員会の議決によって特別の措置を講じる。

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合には試験を受けることができない。

(1) 試験を受けようとする授業科目を，その学期若しくはクォーターにおいて履修し

ていないとき。

(2) 受験の際に有効な学生証を携帯していないとき。

(3) 試験開始後２０分を経過したとき。

第５条 次のいずれかの事由により各学期の中間および学期末に行われる試験若しくは各

クォーターの期間末に行われる試験を受けることができない，又は受けることができな

かった者が追試験期間開始日の２日前までに証明書等を添えて学務係に追試験願を提出

したときは，学部長の許可を得て，追試験（報告書その他の方法により行うものを含

む。）を行う。

(1) 病気・負傷

(2) 就職試験，国家試験（税理士等）

(3) 忌引

(4) 交通機関のストライキ等

(5) 不慮の災害

(6) 裁判員

(7) 学業及び大学の活動に関わる九州地区大会，全国大会への出場

(8) その他教務委員会においてやむを得ない事由と認められたもの

２ 追試験期間は当該年度の学事暦により定めるものとする。

３ 追試験は原則として追試験期間に実施するが、教務委員会がやむを得ないと認める場

合は，当該授業科目の成績入力終了日までに実施するものとする。
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第６条 合 を得た授業科目は， 履修することはできない。

第 条 試験場に入 し試験を する者若しくは を提出しない者は，その授業

科目を とする。

第 条 考査において不正行 を行った者には，その学期に履修した 教 科目及び特

別 定科目の全授業科目の を えない か，学則第５０条に定める の とす

る等，必要な 置を行うことができる。

２ 前項に定める 教 科目には次の各号に る授業科目は含まないものとする。

(1) 間 ース学生が履修する 及び

(2) 間 ース学生が履修する

則

１ この内規は， 和２４年５月３１日から施行する。

２ この内規の改 は，教授会の議決によってこれを行うものとする。

（ 和２６年４月１日改正 平成 年５月２２日改正 内 ）

則

この内規は，平成１０年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１１年１月１３日から施行する。

則

この内規は，平成１４年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１５年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１ 年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成２４年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成２６年４月１日から施行する。

則

この内規は，令和元年１２月１１日から施行し，改正後の考査及びその成績に関する内

規は，令和元年 月１日から する。
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早期卒業に関する内規

1 この内規は，長 大学経済学部規 （ 成 16 年経済学部規 1 。以下「規 」

という。） 23 2 項に める早期卒業に関し，必要な事項を めるものとする。

2 早期卒業の時期は，3 年次 時 は 4 年次 期 時とする。

3 昼間コースに 3 年以上 4 年 学し，規 23 2 項に掲げるす ての要 を

たす を早期卒業対 という。早期卒業対 に対しては，早期卒業を し，学 (経
済学)の学 を授 する。

2  規 23 2 項に掲げる要 のう たさないものがあるときは，早期卒業対 とは

なら ，卒業については規 23 1 項を適用する。

4 早期卒業を できる は，次の各 に掲げるす ての要 を たすものに る。

(1)  本人が早期卒業を していること。

(2)  2 年次 期 時の修 が 64 以上であること。

(3)  2 年次 期 時の GPA が 3.2 以上であること。

5 早期卒業を する は，2 年次後期の の時期に の様 を経済学部長に

する。

2 経済学部教授会は，早期卒業 の に基づき，早期卒業 とすることについ

て ・ を行う。

6 5 で早期卒業 となった のう 次の各 に掲げるす ての要 を たす

ものを早期卒業 とする。

(1) 2 年次 時の修 が 86 以上であること。

(2)  2 年次 時の GPA が 3.2 以上であること。

(3)  規 18 2 項の ミ履修要 を たしていること。た し，国際ビジネス（plus）
プログラム は「国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規」 12 2 項の

ミ履修要 を たしていること。

2 項の要 のう たさないものがあるときは，早期卒業 とはなら ，卒業につい

ては規 23 1 項を適用する。

7 早期卒業 においては，専門 ミ 導教 と卒 ミ 導教 が なる も

めるものとする。

2  早期卒業 は，3 年次に専門 ミと卒 ミを 時に履修しな れ ならない。

3  早期卒業 の専門 ミ及び卒 ミに関しては，本人の と 内 等に応じた

導体 を るため，早期卒業 は本学部の 示に従うこと。

8 国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規 8 1 項 2 の で国際ビジ

ネス plus プログラムの を められた には， 4 3 ， 6 1 項 2 の

GPA として 3.0 以上を適用する。

9 この内規に めるものの か，早期卒業に関し必要な事項は， に める。
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国際ビジネス（plus）プログラムに関する内規

成 年 日 教授会決

成 年 日 一部

年 日 一部

年 日 一部

この内規は，長 大学経済学部規 （ 成 年経済学部規 。以下「規

」という。） に める「国際ビジネス（plus）プログラム」（以下「国際ビジ

ネスプログラム」を「プログラム」，「国際ビジネス plus プログラム」を「plus プログ

ラム」， プログラムを して「（plus）プログラム」という。）に関して必要な事項を

めるものとする。

（plus）プログラムは昼間コースに 設され，昼間コースの学生の するこ

とができる。

（plus）プログラムへの を する学生は， 期に される「国際ビジネ

ス（plus）プログラム説明会」に し説明を た上で， の期間に の様 で

を行う。

に対して を行い， を められた を「国際ビジネス（plus）
プログラム 」（以下「（plus）プログラム 」という。）という。

項の においては，（plus）プログラム を通じて 後 り たいこと，

の目 ，その他を 的に する。

（plus）プログラムは 1 年次後期より し， は 項に める

修 要 を たしたとき，修 となる。た し， の きを たす り，

年次以降からの を げるものではない。

（plus）プログラム修 には，卒業時に修 を授 する。 に める

修 要 を たした には「国際ビジネスプログラム修 」を， 項

に める修 要 を たした には「国際ビジネス plus プログラム修 」を授

する。

（plus）プログラム で，規 （ ）に掲げるす ての要 を

たした学生に対して，プログラム修 を する。

（plus）プログラム で，次の各 に掲げるす ての要 を たした学生に

対して，plus プログラム修 を する。

こと。

(1) の きに従い，plus プログラム となっていること。

(2) 「早期卒業に関する内規」に基づき，早期卒業対 となること。

(3) 卒業 時に，規 （ ）の から をす て たしている
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(4) 卒業 時までに，本学大学院経済学 科 期課 し は本学を含めた

国内外の大学のい れかの 期（修 ）課 ， はこれらと 等 度以上の

を有する国内外の高等教育 関への進学が内 は決 していること。

項の要 のう たさないものがある は，（plus）プログラムに関しては

のプログラム修 要 を適用する。

（plus）プログラム で，plus プログラムを する は，以下の きに

従うこと。

項 及び により を められた を「国際ビジネス plus プログラム

」（以下「plus プログラム 」という。）という。た し， 項 を たさ

ない ，plus プログラム を り し，以降，plus プログラム とは

ないものとする。

項 の においては，本人の ，語学力， 時の成 ， コース，

の目 ，その他を 的に する。

規 に掲載された「国際ビジネス（plus）プログラム科目」（以下

「（plus）プログラム科目」という。）は，（plus）プログラムに しない昼間コースの

学生の履修も める。た し，履修 を行うときには，（plus）プログラム を

する で履修 を決 するものとする。

履修 の他，履修に関する は（plus）プログラム科目のシラバス等で 知す

る。

海外 学を行うには， の期間に の様 で を行う。

にあたり，本人の ，海外 学 大学等の課す要 ，語学力，その他を 的

に し，海外 学 の を決 する。

海外 学 で した の り いは に めるとこ によるため，海外 学 及

び 学中に，海外 学 での履修科目に関する本学部の 導を ること。

（plus）プログラム科目の「  / に関する

は，掲示等及び説明会で説明する。

を行うには， の期間に の様 で を行う。

の決 においては，本人の ， 入れ の課す要 ，語学

力， コース，その他を 的に する。

・後，及び 中に本学部の 導を るこ

と。

(1) 年次進 の の時期に の様 で plus プログラム を行うこ

と。

(2) plus プログラム に対して行われる で plus プログラム を

められること。

(3) 「早期卒業に関する内規」に従い，早期卒業 となること。
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（plus）プログラムにおいては，（plus）プログラム の専門 ミの 導教

と卒 ミの 導教 が なる も めるものとする。

plus プログラム は， 年次に専門 ミ及び卒 ミを 時に履修する。

（plus）プログラム の専門 ミ及び卒 ミに関しては，本人の ，海外

学 時期・海外 学 時期等に応じた 導体 を るため，本学部の 示に従うこ

と。

この内規に めるものの か，（plus）プログラムに関し必要な事項は， に

める。

この内規は， 成 年 日から 行する。

この内規は， 成 年 日以降入学 に適用する。

この規 は， 成 年 日から 行する。

成 年 日現 本学部に 学している （以下この項において「 学 」

という。）及びこの規 行後 学 の する年次に 入学， 入学 は 入学する

については， 後の長 大学経済学部規 の規 にかかわら ，なお従 の によ

る。た し， の については， 成 年度入学 及びこの内規

行後 成 年度入学 の する年次に 入学， 入学 は 入学する には適用しな

い。

この規 は， 年 日から 行する。

この規 は， 年 日現 本学部に 学している 及びこの規 行後 学

の する年次に 入学， 入学 は 入学する に適用する。

この規 は， 年 日から 行する。

この規 は， 年 日現 本学部に 学している 及びこの規 行後 学

の する年次に 入学， 入学 は 入学する に適用する。
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外国の大学において修 した を する に関する イドライン

成 年 日 教授会決

成 年 日 全部

学に関する し わ に める 学生の の については，次のとおり

り う。

（ のための事 相 ）

大学で修 する を本学部で修 した として することを する学

生（以下「学生」という。）は， 学に係る に に関する相 を学 係

に行わな れ ならない。

（事 相 の時期）

事 相 は， として の 能な り早い時期に行わな れ ならない。た

し，やむを ない事 により に事 相 が なかった は， 後に

ール等により相 を行わな れ ならない。

（事 相 の対応）

教 会 は，学生からの事 相 があった日から 日以内に応じるものとす

る。事 相 を した教 会 は，その を な 教 会に しな

れ ならない。

（ の 等）

学生は， として 国後 日までの間に， 大学で修 した を 明する

成 明 ，シラバス等及びその他教 会が める を えて の を

しな れ ならない。

（教 会での ）

教 会は，学生からの に基づき， の について しな れ な

らない。また教 会は，必要に応じて教 会 以外の に を めること

ができる。

（ ）

教 会は，成 明 等に基づき修 のう 授業時間及び授業内 から本学

部の専門教育科目として められるものに り， を するものとする。た し

する は学部規 に める 以内に含めるものとする。

（ する授業科目）

しようとする授業科目は，学部規 は に める専門教育科目

に えるものとする。た し，専門教育科目に えられない は， 時に授

業科目を 設するものとする。この 時に 設する授業科目は、 科目とする。
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（ の時期）

の時期は，学生からの 日が する ス ーとする。た し， 日が

ス ー 日の 日 から ス ー 日までの間の は， 時期を

ス ーにすることができる。

（履修 上 との関連）

された授業科目の は， される ス ーの履修 上

に 入しない。

（ された授業科目の成 の 語）

及び により された授業科目の成 は，「 」の 語をもって す。

（修 した の授業科目の学業成 への 載）

修 した のう ， された授業科目については「専門教育科目 （

大学 ）」を， されなかった授業科目については卒業要 に含めない 外とし，「

文の授業科目 （ 大学 ）」を学業成 に 載する。

（ を していない外国の大学で修 した授業科目の ）

学生から を していない外国の大学において修 した授業科目の の

があった は，外国語修 に資すると められるものに り， 中「本学部の

専門教育科目として」とあるのは「本学部の語学に関する専門教育科目として」と

えて 用するものとする。

この イドラインは， 成 年 日より 行する。

この イドラインは，上 行日以降に 国した学生に対しても，適用する。

学生の イドライン（ 成 年 日教授会 ）は， す

る。

この イドラインは， 成 年 日より 行する。

成 年 日現 本学部に 学する についても適用する。
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ビジネス実践力育成プログラムに関する内規

1 この内規は，長 大学経済学部規 （ 成 16 年経済学部規 1 。以下「規 」とい

う。） 21 の 2 に める「ビジネス実践力育成プログラム」に関して必要な事項を めるもの

とする。

2 ビジネス実践力育成プログラムは昼間コースに 設され，昼間コースの学生の する

ことができる。

3 ビジネス実践力育成プログラムへの を する学生は， 年次後期に される「ビ

ジネス実践力育成プログラム説明会」に し説明を た上で， の期間に の様 で

を行う。

2 に対して を行い， を められた を「ビジネス実践力育成プログラム

」という。

3  項の においては，プログラム を通じて 後 り たいこと， の目 ，その他

を 的に する。

4 ビジネス実践力育成プログラムは 年次 期より し， 6 に める修 要 を

たしたとき，修 となる。

5 6 に める修 要 を たしたプログラム修 には，卒業時に「ビジネス実践

力育成プログラム修 」を授 する。

6 ビジネス実践力育成プログラム で、規 に掲げるす ての要 を たした

学生に対して、プログラム修 を する。

規 7 に掲載された「ビジネス実践力育成プログラム科目」は，ビジネス実践力育

成プログラムに しない昼間コースの学生の履修も める。た し，履修 を行うときには，

ビジネス実践力育成プログラム を する で履修 を決 するものとする。

2 履修 の他，履修に関する はビジネス実践力育成プログラム科目のシラバス等で 知す

る。

8 この内規に めるものの か，ビジネス実践力育成プログラムに関し必要な事項は， に

める。
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全学的休講措置の申合せ

平成１６年８月２３日教務委員会決定

平成１９年１０月２２日教務委員会一部改正

平成２３年８月２２日教務委員会全部改正

平成２６年７月２８日教務委員会一部改正

平成３０年９月１０日教務委員会一部改正

この申合せは，特別警報発令，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するた

め，全学的に統一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」と

いう。）の措置に関し，必要な事項を定める。

１．特別警報発令による休講等の措置

長崎県南部に長崎地方気象台が発表する特別警報が発令された場合は，学長が休講等の措置を決定

するものとする。

２．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置

台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の(1)及び(2)を勘案して決定するものとする。

(1) 気象警報

台風等により，長崎県南部に長崎地方気象台が発表する暴風警報，大雪警報，暴風雪警報等が発

令されている場合

(2)  公共交通機関

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合

長崎バス

長崎県営バス

長崎電気軌道

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間）

３．その他不測の事態による授業等の休講等の措置

１．及び２．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業

等の休講等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。

４．休講等の措置の周知

１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げる

時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」及び

大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により周知を行う

ものとする。
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休講等の時間帯 時間

の授業等 ７時

の授業等（ 学部 間 ースの授業等を 。） １１時

学部 間 ースの授業等 ４時

．教育 等の場合の い

教育 ， ， 等 験 ，イ ー シ 等の場合は， の 示に うもの

とする。

   

この申合せは，平成３０年９月１０日から 行する。
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長 大学 地 構内にお る 通規 に関する規

成 年 日

規

年 日規

（ ）

この規 は，長 大学 地 構内（以下「構内」という。）にお る教育 上の環境を 全し，

及び通行の 全を確 するため， 動 等の構内 り入れ， 等に関する規 について必要な事項を

めるものとする。

（ ）

この規 において「 動 等」とは， 動 ， 動 及び 動 をいう。

この規 において「部 」とは，経済学部及び 図 経済学部 をいう。

この規 において「学部長」とは，経済学部長をいう。

（入構規 ）

動 等を構内に り入れ及び （以下「入構」という。）することができる は，入構

（以下「 」という。）の を た とする。

の を た は，入構に際して を 示し， の に しな れ ならない。

（ の ， 資 等）

の ， 資 及び有 期間は，次の のとおりとする。

資 有 期間

A 部 に する職 （ を 。以下 じ。）の 年以内とし，

に する期間

とする。

う ，次の各 の一に する

経済学部に する学生（経済学 科の学生， 生及

び科目等履修生を含む。以下 じ。）のう ，次の各 の一

に する

構内にある事業 の関係 （以下「事業 関係 」という。）

については職 の に る。

(1) 体 ， 等で 動 等による通 を必要とす

る

(2) 次のア及びイに する で 動 等により通 する

もの

ア 共 通 関を 用した の の通 要時間が

以上で，かつ，通 間の の が キロ

ートル以上であること。

イ 動 の を現 は現 から ー

トル以内に有していること。

(3) その他 の理 により学部長が適 と めた

(1) 体 ， 等で 動 等による通学を必要とす

る

(2) 次のア及びイに する で 動 等により通学する

もの

ア 共 通 関を 用した の の通学 要時間が

以上で，かつ，通学 間の の が キロ

ートル以上であること。た し 間において教育を

るため通学する にあっては， は からの

要時間及び とする。

イ 動 の を現 は現 から ー

トル以内に有していること。

(3) その他 の理 により学部長が適 と めた
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B 事， 入等のため，一 期間にわたり入構する業 用 に係る期

間。た し， 年

度の 日を える

ことができない。

C 地 以外の地 の職 ，学生及び事業 関係 で，

用のため入構する

時の用 のため入構する

日 り

（ の ）

の を ようとする は，入構 及び次の に掲げる 等を， に掲げ

る 係に 及び 示しな れ ならない。

等 係

A 部 に する職 及び事業 関係 に
あっては，人文社会科学域事 部 地 事
課 係
経済学部に する学生にあっては，人

文社会科学域事 部 地 事 課学 係

B 
人文社会科学域事 部 地 事 課 係

C を する 人文社会科学域事 部 地 事 課 係

この において「 動 」とあるのは， CC以下の 動 にあっては，「 動

明 」と えるものとする。

学部長は， 項に めるものの か，必要に応じ関係 等の は 示を めることができる。

（ 動 等の入 構門）

動 の入 構門は， 門とする。

（ ）

動 用 並びに 動 及び 動 用 の 置は， に める。

（ 通規 対策 会）

部 に， Aの を る の 及び 動 等に対する 導等 通規 の実 上必要な事

項を するため， 通規 対策 会（以下「 会」という。）を置 。

会に関し必要な事項は，学部長が に める。

（ の ）

学部長は， Aの にあっては 会の に基づき， B及び Cの にあ

っては の規 により 及び 示された 等を確 の上， の を行うものとする。

（ の ， 等の ）

の を た は，これを他人に し， し は し， は 載事項を き えて

はならない。

（ の ， 等）

を ， は したときは，学部長に の を行うことができる。

の を た が次の各 の一に するときは， を やかに しな れ ならない。

の 載事項に 更が生じたときは， やかに学部長に な れ ならない。

(1) 運
(2) 動
(3) 動 の を する
(4) 学生

(1) 運
(2) 動
(3) を する

(1) の有 期間が したとき。

(2) の を たとき。

(3) を必要としな なったとき。
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（ 事項）

の を た は， 通 等の関係 に めるものの か，次に掲げる事項を

しな れ ならない。

入 構門及び構内にお る 動 等に対する 導は， 会 及び事 職 （以下「 会

等」という。）によって行う。

項の 会 等は，この規 の規 に する 動 等を確 したときは， 動 等の 用

の ， ，ナンバープ ートの 等を の上， を して を行うとともに学部長に

しな れ ならない。

この規 の規 に した に対しては，学部長が の の し， 動 等の その他

必要な 置を行う。

（様 ）

，入構 及び の様 は， に める。

（ ）

この規 に めるものの か，この規 の実 に関し必要な事項は，学部長が に めることが

できる。

この規 は， 成 年 日から 行する。

（ 年 日規 ）

この規 は， 年 日から 行する。

(1) 行 の 全を 一とし，事 に すること。

(2) 構内に設置した 識及び 示に従うこと。

(3) 動 等の 高 度は，時 キロ ートルを すること。

(4) ， ，カース 等により， りに を 生さ ないこと。

(5) の 以外の に しないこと。

(6) 動 等による構内移動は行わないこと。

(7) 動 等を構内に 置しないこと。

(8) は する に明示してお こと。

(9) 本学等の行事， 事 の 生等のため， 時の規 を行うときは， 示に従うこと。

（ 導及び 置）

― 105 ―



   長 大学にお る学生の に関する

                            成 年 日

学  長    

                             成 年 日

                             成 年 日

成 年 日

成 年 日

年 日

年 日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

目的

  この は，長 大学学 （ 成 16 年学 。）以下「学 」という。）

及び長 大学大学院学 （ 成 16年学 。）以下「大学院学 」

という。） に基づいて行う学生の の適 及び を図るために

必要な事項を めることを目的とする。

の対

  の対 となりうる事 ・事 等は次の各 に掲げるものとする。

（ ） 事事

（ ） 通事

（ ）その他 に相 する事 ・事 等

の

  の は， 学， 学及び とする。

（ ） 学 学生としての を する。

（ ） 学 確 期 を す有期の 学と 期の 学からなり， 学期間中は 学

を する。

（ ） 文 により を え， を める。

の要 等の決

学 及び大学院学 に規 する 対 行 の を す

る必要があり， の 及び内 を決 するに たっては， 行 の「 」

を判断した上で， の「 大 」を 的に して決 するものとする。

の対 となる事 事

（ ） の目

事 事 の 行 が で，その に 大 が められる

     学 は 学

  事 事 の 行 は であるが，その に 大 が められない

     学 は

事 事 の 行 は なものではないが，その に 大 が められ

る
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  ， ， のい れにも しない

学部， 科， 学 ， 学生教育・ ン ー及び大学教育

イノ ーシ ン ン ー（以下「学部等」という。）の 導（学部等の長

の ）

（ ） の判断

行 の「 」の有 は， たる学生の 行 に対する 度，

行 の 及び 行 に る動 等を して判断するものとする。

（ ） 大 の判断

の「 大 」の有 は， 的 を含めた人 ， 的 の有 ，

その 度及びその行 が社会に えた 等を して判断するものとする。

（ ） に 等を たものに対する

   に を ， は学部等で 導を た が， び に相 す

る行 をした は，より「 」の高いものと なし， の を え

る い をすることができる。

の き

  （事 ・事 等の 及び調 等）

（ ）学生は事 ・事 等を こした ，学生 部 は する学部等に

な な れ ならない。

（ ）学部等の長は，学生の に相 すると われる事 ・事 等が 生した

， やかに学生 長に する。

（ ）学生 部は，事実関係の調 及び関係する学部等による 学生からの事

を基に，諸 関との連 調 を図りながら，その を 次，学生

長に する。 成年 については，必要と判断されれ ，事実調 の際

に を さ る等の を行う。

（ ）学生 長は， 事 等の内 を学長に する。

（ の ）

（ ）学長は，学生 長から のあった内 の中に， について す き

事 が含まれていると めた ，学生 会に対し 事 等に係わる学生

への の要 ， の 及び内 等について を めるものとする。

（ ）学生 会は， 事 等に係わる学生への の要 ， の 及び内

等について する。 対 行 に係る事実調 ， の内 及び

行に う 置の判断に たっては，事 に 学生に 知し， による

の 会を えな れ ならない。た し，学生が心 の ， ，

長期 行その他の事 により による ができないときは，これに

えて文 による の 会を えるものとする。学生 長は，学生

会の 及び学生の 等の を学長に するものとする。

（ ）学長は，学生 会から のあった の を， 学生が する学

部等の長に通知する。

（ ）学部等の長は，学部教授会等において，学長からの通知に基づき，事実

と の 及び内 について を行い， を 成し，学長に上 す

る。
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（ ）学長は，学部等の長からの上 に基づき，教育 会の を経て，

を決 する。

  （ の 知及び 日）

（10） の 知は，学部等の長が 学生及び 人に対して を

することにより行う。

   た し， の による 知が不 能な は，他の適切な によ

り 知する。

（11） の 日は， 学生に の 知が行われた日とする。

（ し てに係わる 等）

(12) 学生は，事実 ， 事実の 等の な理 があるときは，

の 日の 日から して 14 日以内に文 により に対する

し てをすることができる。この ，学長は，学生 会に を め

る。学生 会は， を行い，その を学長に する。学長は

の を教育 会に し，その に基づき， めて を

学生に通知する。

  なお， の期間は， の 力を げないものとする。

の 行等

（ ） 学 の

学は，有期 は 期とし，次の通りとする。

   有期 学は，6 か の期 を すものとする。た し， 学期間が

することにより を解 することが適 でないと判断される は，学

長は教育 会の を経て，期間の 長を決 することができる。

   期 学は，期 を さないものとする。

（ ） 学 の解

  有期 学の 解

    有期 学の は， 学期間の をもって解 する。なお， 学生が

したこと等により，学部教授会等において，教育的 から早 に 学

の解 が であると判断したときは，学部等の長からの学生の 学

解 の に基づき，学長は，教育 会の を経ることな

学 の解 を決 することができる。これらの にお る教育

会への は，事後に行うこととする。

  期 学の 解

    期 学の は， を た学生の の 度，学習 等を

   的に判断して次のとおり を解 することができる。

ア 学部等の長は，学部教授会等の を経て，学長に 学 の解 の

を「学生の 学 解 」により行うものとする。

イ 学長は，学部等の長からの があった ， 期 学の 解 に

ついて が必要であると判断したときは，学生 会に を める

ことができる。

学長は，学生 会の を踏まえ，教育 会の を経て，

学 解 の を決 する。その後学部等の長に を通知する。
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エ 通知に基づき学部等の長は， 学生及び 人に対して文 で

する。

    （ ）

    学部等の長は，学生の行 が 対 行 に することが明 であり，か

つ， がなされることが確実である は， の決 に を

い すことができるものとする。この において， の期間は， か

を えないものとする。なお，この間は， として学生としての活動を

する。また， の期間は 学期間に 入することができる。

（ ） と 学・ 学

学部等の長は， 対 行 を行った学生から， の決 に

学の があった には，この し を 理しないものとし，

の決 後に 学の し があった は， 理することができる。

学部等の長は， 対 行 を行った学生から， の決 に 学

の があった には，この し を 理しないものとする。

学中の学生に対して 学 が決 された には、 学 の決

の日をもって 学生の 学 を り すものとする。

（ ） 学中の学生 導

学中の学生に対する 導は， 学生が する学部等の教 が する

ものとする。なお， 学生の 的な アについては， 学部等が学生

部， ・ 進 ン ー等と 力して行う。

に関する の

（ ） の

を実 した ，学生の ，学生 ， の は， 学生

及び 人以外には明らかにしないものとする。た し，学長が必要と め

たときは，この りでない。

（ ） 明 等への 載の

本学が 成する成 明 等に の有 ，その内 等を 載しないこと

を とする。

この は， 成 年 日から実 する。

  

この は， 成 年 日から実 する。

この は， 成 年 日から実 する。

   

この は， 成 年 日から実 する。

   

この は， 成 年 日から実 する。

   

この は， 年 日から実 する。

この は， 年 日から実 する。
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長 大学にお る学生の に関する についての 説明

の判断は， の 体 も して， 行 の「 」， の「

大 」を して判断するものとする。

1か 以上の有期 学は 行 が に な で，その に 大 が め

られる に るものとする。

学生が の有 が決 されるまで，不 な状 で長期間 すことが

  いように な の有 の決 がなされな れ ならない。

学生の 通事 に関するもののう ,「学生の 通事 に関する イドライ

ン（ 成 15 年 11 28 日学長 ）」に めがあるものについては, イ

ドラインを適用する。この において，実際に 事 がなされるか うかを

決 の 対的な基 とはしないものとする。また，大学内の調 で事実関係を

に できない事 ・事 に関しては な を える。

  等にお る不 行 に関する い

  等に係る不 行 については，教養教育の に係る学生の不 行 の

   いに関する は学部等が めた 等にお る不 行 に関する規 等に

よるものとする。

学部等の 学生に係る の きについては，学生 部， 学生教育・

ン ー，関係学部等との 力のもと進めるものとする。

  は 対 の行 ， ， を 的に し，教育的 を えた上

  で，学生に課される不 は， 目的を達成するために必要な 度に めるも

のとする。

  に対する し てを の 日の 日から 14日以内にする

ことができない の事 が文 により明確に示された には，学生 会の

を経て， の 日の 日から して 30日以内を 度として し

てを めることができる。

期間がある は，学生 会にお る の の際に， 期間

の 学期間への 入の についても を行い，その を学長に する。

また，学部等の長は， 期間の 学期間への 入の有 及び日 も含めて

を 成し，学長に上 する。

学生 長 での において，掲載事 とするかの 及び内 等につ

いては， の にお る各 の 度， 人 の れ， への

等を して を行うものとする。
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学生の について

通 の の れ図（ 関係）

(1) 学生は事 ・事 等を こした ，学生 部

は する学部等に 。

(2) 学部等の長は学生の 相 行 の 生の ，

  学生 長に 。

(3) 学生 部は事実関係の調 及び関係する学部等

による 学生からの事 を基に，諸 関と

の連 調 を図りながら学生 長に 。

  成年 については，必要と判断されれ ，事実調

の際に の 。

(4) 学生 長から学長に内 。

(5) 学長は について す き事 が含まれてい

ると めた ，学生 会に の要 ， の

及び内 等について を める。

(6)  学生 会は の要 ， の 及び内 等

について する。事 に 学生に 知し， 等

による は文 による の 会を

える。学生 長は学生 会の 及び学生の

等の を学長に 。

(7) 学長は学生 会の を 学生が す

る学部等の長に通知。

(8) 学部等の長は学部教授会等で事実 と の

及び内 について を行い， を 成

し，学長に上 。

(9) 学長は学部等の長からの上 に基づき，教育

会の を経て， を決 。

(10) 学部等の長は 学生及び 人に対して，文

により の 知。
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学生の交通事故に関する懲戒ガイドライン

平成 年 月 日

                  学  長  裁  定

                 改正平成 年 1月 日

                  平成 年 1月 日

１．目 的

本懲戒ガイドラインは，長崎大学学則（以下，「学則」）第 条に基づいて行う学生の交通事件に関す

る懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定める。

２．懲戒処分の種類と内容

（ ）懲戒の種類

 学則第 条第2項に従い，学生の懲戒は退学，停学及び訓告とする。

（ ）退学

退学は，学生としての身分の剥奪である。

（ ）停学

停学は確定期限を付す有期の停学と，確定期限を付さない無期の停学（以下，「無期停学」）からなる。

① 停学の種類

1.6 か月以上の停学を無期停学とし，確定期限を付さず，指導の状況及び生活態度等を勘案しながら解

除の時期を決定するものとする。

2.6か月未満の停学を有期の停学とし，確定期限を付すものとする。

② 当該学生が所属する学部及び大学院研究科（以下，「学部等」）の長（以下，「学部長等」）は，無

期停学を受けた学生について，その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断し，その処分の解除が

適当であると考えられるときは，教授会の議を経て，学長に対し，その処分の解除を上申することが

できる。

③ 無期停学の解除は，学部長等からの上申により，学長が長崎大学教育研究評議会（以下，「教育研

究評議会」）の議を経て，これを行う。

④ 無期停学は，原則として6か月を経過した後でなければ，解除することはできない。

⑤ 無期停学解除の告知は，学部長等により当該学生及び保証人に対して行われる。

（4）訓告 

訓告は，処分としての大学の教育的意思表示である。

３．懲戒の対象となる交通事件

（ ）懲戒の基準

① 事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故による受傷を原因として被害者が事故後 日以内

に死亡した事故）に対する懲戒処分は，退学，又は無期停学とする。

② 事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲戒処分は，有期停学又は訓告とする。ただし，

情状によりその処分を減ずることができる。

    また，1か月以上の有期停学は，態様が特に悪質で結果が重大な場合に限るものとする。

③ 再犯の場合はより重い処分とすることができる。
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（ ）懲戒の対象とならないもの

な 交通 反 ，交通事故の態様が悪質でないものについては懲戒処分の対象とはしない。

ただし，重大な結果を した交通事故に対しては，必要に て学部等の指導（学部長等による 重

意等）を行う。また懲戒の基準に該当しないものの事故の態様が悪質である交通事故に対しても

必要に て学部等の指導を行う。

（ ）悪質 の判断基準

交通事故に対する懲戒処分は，学則 条に定める「学生の本分に反する行 」として科 られるもの

であることに ，態様が悪質な交通事故とは 交通 に 反するような の行 があ た場合を指

すものとする。

① い

② 等

③ 行 等 反

④ 無

⑤ 大 等無

反

び（ 以上）

過 等

大 な 度 過

反

（ ）上 ① の の意 は，それ れ に定めるとこ による。

①「 い 」とは， 交通 第 条第１項の 定に 反する行 のう ， に た状態（

の により正 な ができない それがある状態をいう）で する行 をいう。

②「 等 」とは， 交通 第 条の 定に 反して ，大 ，あ ， い 又は

及び 行 第 条の２に 定する の により正 な ができない それがある

状態で する行 をいう。

③「 行 等 反」とは 交通 第 条の 定に 反する行 をいう。

④「無 」とは， 交通 第 条の 定に 反する行 をいう。

⑤「大 等無 」とは， 交通 第 条の 第１ に該当する行 をいう。

「 反」とは， 交通 第 条第２項後 の 定に 反する行 をいう。

「 び（ 以上） 」とは身 に １ につき ラ 以上又は

１ につき ラ 以上の を保有する状態で する場合をいう。

「過 等」とは， 交通 第 条の 定に 反して過 ， その の により正 な

ができない それがある状態で する行 をいう。

「大 な 度 過 」とは， 交通 第 条の 定に 反する行 のう 過 度が

に いて 以上，それ以 の に いて 以上である場合をいう。

「 反」とは， 交通 第 条第１項の 定に 反する行 をいう。

（ ）上 の悪質 の判断基準については， の改正及び 会的状況の に ， の と

の上，適 改正するものとする。
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．交通事件に ける懲戒の と 行

（ ）交通事件の 告

① 学生による交通事件は，学生 部で 的に対 する。

② 学生による交通事件が 生した場合， 学部等及び大学関 者は 知した情 を かに学生

部 通 する。

③ 学生 部は かに学生 長に通 するとともに，事 関 の に め，当該事件に わる

学生が所属する学部等 の ，関 関との を行い，その結果を 学生 長に 告

し， 時に学部等 通知する。

④ 学生 長は，学生による交通事件に関して学長に 告を行う。

⑤ 当該事件に わる学生が所属する部 は，通知された交通事件について，当該学生と をとると

ともに指導に め，必要に て学長 の 告，学生 長及び学生 会 の ，学生 部と

の を行うものとする。

（ ）事 関 の と当該事件に わる学生 の教育的指導

① 学 での事 関 の は，学生 部が 当する。また必要があれば当該事件に わる学生の所

属する学部等の教 及び はそれを することができる。

② 学内での学部等による事 関 の は，原則として当該事件に わる学生からの事情 を行う

ものとする。ただし，当該学生が事情 に ない場合は，学部等はその を学長に 告するとと

もに，学生 長及び学生 会に するものとする。また，学生が身 の故 ，身 の ，長

期 行その の事 により，当該学生に事情 できない場合は，事情 が になるまでの ，

学部等は 及びその 告等を 保するものとする。

（ ）学生 会による

① 学長は学生 長から 告のあ た交通事件の に，懲戒について す き事案が まれている

と めた場合，学生 会に対し当該事件に わる学生 の懲戒の要 ，懲戒の種類及び内容等につ

いて 議を めるものとする。

② 学生 長は， かに学生 会内に 会を する。な ，大学に いていたずらに

処分の の決定を長 か ることのないように， 会は定 の学生 会 以 に

することができ，学生 長はその 成 を指 することができる。

③ 会の 成 は， 害者又は被害者と関 が無いか，その れの無いように され，

また被害者及びその関 者と の無いように されなければならない。

④ 会は，学生 部及び学部等による事 関 の 及び 告について，必要に

て 及び を めることができる。

⑤ 学生 会は 会の 告に基づき，当該事故に わる学生 の懲戒の要 ，懲戒の種類及

び内容等について し，その結果を学長に 告するものとする。

（ ） 結果の通知

 学長は，学生 会から 告のあ た 議の結果を，当該学生が所属する学部長等に通知する。

（ ）懲戒の 議

学部長等は，学長からの通知に基づき，事 定と懲戒の種類及び内容について教授会に付議の上，

 かに学長に懲戒を上申するものとする。

（6）懲戒の決定

① 学長は，学部からの上申事項を教育研究評議会の議に付し，懲戒処分を決定する。

② 学長は，教育研究評議会 の付議に し，懲戒の対象とされる学生に対して， 又は によ
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 る意 の 会を えるものとする。

（ ）懲戒処分の告知と 行

懲戒処分の告知は，学部長等が，当該学生及び保証人に をも て行い，その内容を学内に公示す

る。な ，懲戒を した場合，学生の ，学生 等，本人を特定できる情 は らかにしないも

 のとする。ただし学長が必要と めた場合は，この限りではない。

（ ）懲戒処分に関する

 懲戒処分に関する は， 様 に定める。

（ ）懲戒に関する の保 と 示

① 懲戒原因たる事 びに決定された処分の内容及び を した は学生 部で保 する。

の 者は学生 部長とする。

② 学長は，被処分者から があ た場合には，当該 を 示しなければならない。

．学生に対する教育と指導

（ ）本ガイドラインの事 知

① 懲戒対象行 と懲戒処分の種類と内容に関しては， 示ならびに 部等の学生 等により学生に

知されなければならない。

② 学生は人身事故を こした場合は， 無 学生 部ないしは所属する学部等に けなければな

らない。またこの は 示ならびに 学部等の学生 等により学生に 知されなければなら

ない。

（ ）教育と指導

 ① 事件後 びに処分後に いて，当該学生に反省を し，また学習意欲を さ るための指導は，

当該学生の所属学部等が 当するものとする。

 ② 当該学生の 的 については所属学部等とともに学生 部，保 ン 等，大

学も 分な を行わなければならない。

（ ） の

停学期 の期 又は 期 については，停学の懲戒処分の申し しの期日によ て，学

生の受ける の 平等が無いようにしなければならない。
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